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平成18年6月27日（火曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○ 議案第12号 損害賠償の額の決定について

○ 請願第25号 「出資の受入れ、預り金及び

金利等の取締りに関する法

律」及び「貸金業の規制等に

関する法律」の改正を求める

意見書に関する請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人の経営状況について

宮崎県住宅供給公社（別紙２）

宮崎県道路公社（別紙３）

宮崎県土地開発公社（別紙４）

（ ）財団法人宮崎県機械技術振興協会 別紙14

財団法人宮崎県産業支援財団（別紙15）

（ ）財団法人宮崎県建設技術推進機構 別紙19

・平成17年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙21）

・平成17年度宮崎県事故繰越し繰越計算書（別

紙22）

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他の報告事項

・企業誘致の状況について

・ まちづくり三法」の改正について「

・県内の西部関係施設について

・みやざきフラワーフェスタ２００６の開催結

果について

・宮崎県土地開発公社の改革について

・ 一ツ葉有料道路北線値下げ実験」の結果につ「

いて

・ 国道269号天満バイパス」の整備効果につい「

て

・みやざき臨海公園「サンビーチ一ツ葉北ビー

チ」のオープンについて

出席委員（９人）

委 員 長 黒 木 覚 市

副 委 員 長 中 野 明

委 員 植 野 守

委 員 坂 口 博 美

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 横 田 照 夫

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 落 合 兼 久

商工観光労働部次長
大 野 俊 郎

（ 商 工 担 当 ）

商工観光労働部次長
宮 永 博 美

（観光・労働担当）

部参事兼商工政策課長 河 野 富二喜

新産業支援課長 矢 野 好 孝

企業立地対策監 吉 田 親 志

地域産業振興課長 矢 野 次 孝

部参事兼経営金融課長 中 武 賢 藏

観光・リゾート課長 松 原 憲

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

地域雇用対策監 西 野 博 之

工業技術センター所長 濵 砂 公 一

食品開発センター所長 柏 田 雅 徳
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県立産業技術専門校長 坂 口 正 紀

土 木 部

土 木 部 長 藤 本 坦

土 木 部 次 長
久 保 哲 博

（ 総 括 ）

土 木 部 次 長
柴 岡 博 明

(道路･河川･港湾担当)

土 木 部 次 長
河 野 強

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 野 口 宏 一

部参事兼管理課長 後 藤 厚 一

用 地 対 策 課 長 小 野 健 一

技 術 検 査 課 長 郷 田 五 男

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 黒 木 勝 男

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

ダ ム 対 策 監 新 田 省 策

砂 防 課 長 児 玉 幸 二

港 湾 課 長 河 野 大 樹

空 港 ・ ポ ー ト
立 脇 政 利

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 藤 村 直 樹

公園下水道課長 冨 髙 康 夫

建 築 住 宅 課 長 江 川 雅 俊

営 繕 課 長 藤 山 登

施設保全対策監 藤 原 憲 一

高速道対策局次長 舟 田 宏

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議事課主任主事 今 村 左千夫

ただいまから、商工建設常○黒木覚市委員長

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、今回、議案及び報告事項がない労働委員

会につきましては、待機ということで考えてお

ります。また、土木部につきましては、商工観

光労働部が終了した時点で連絡したいと考えて

おります。その間10分程度休憩しますので御了

承ください。

日程案につきましては、お手元に配付したと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○黒木覚市委員長

いたします。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

本委員会に付託されました報告事項等の説明

をお願いいたします。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

。○落合商工観光労働部長 おはようございます

商工観光労働部でございます。きょうは、どう

ぞよろしくお願いいたします。

、 、まず 初めに御理解を賜りたいと思いますが

、 、 、今 開会前にもお話がありましたが 当部では

一昨年の６月から９月までのクールビズ期間に

おきまして、部職員が極力アロハを着用して観

光宮崎のイメージアップ等に努めようというこ

とで、こういう格好をこのクールビズの期間中

やっております。ぜひ委員の皆様の御理解と御

支援をよろしくお願いしたいと思います。

次に、お礼を申し上げたいと思いますが、委

員の皆様方には、５月、６月の県北･県南調査に

おきまして、本年の４月から指定管理者制度に

よる運営が始まりました県営国民宿舎高千穂荘
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とえびの高原荘を初め、商工観光労働部関係施

設の調査を行っていただきました。まことにあ

りがとうございました。

さて、本日でございますが 「平成18年６月定、

例県議会提出報告書｣ということで、県が出資し

ております法人の経営状況など２点について御

報告を申し上げたいと思います。そしてまた、

「商工観光労働部をめぐる最近の動き」という

、 、「 」ことで 企業誘致の状況とか まちづくり三法

の改正など３点について御説明をさせていただ

きたいと思います。

それぞれの詳細につきましては、これから担

当課長から説明をいたしますので、よろしく御

審議のほどお願いしたいと思います。

私の方からは以上でございます。

新産業支援課でござい○矢野新産業支援課長

ます。県が出資しております法人の経営状況に

ついて御説明いたします。

まず 「財団法人宮崎県機械技術振興協会」の、

概要について説明させていただきます。

委員会資料の１ページをお開きください。ま

ず、１の役割等でございます。財団法人宮崎県

、 、機械技術振興協会は 機械金属工業の技術指導

調査研究等を行うことによりまして、本県機械

金属工業の振興に寄与することを目的として昭

。和54年２月17日に設立された法人でございます

基本財産は300万円で、うち県の出資額が150万

円、出資割合が50％となっております。

、 。 、次に ２の事業内容でございます 当協会は

宮崎県機械技術センターの管理運営業務を受託

しておりまして、主として県北地域を中心とす

る機械金属関連中小企業を対象に、試験研究、

技術指導、依頼試験等の業務を実施していると

ころでございます。

次に、３の組織等をごらんください。理事長

が延岡市長 副理事長が商工観光労働部長となっ、

ております。あと県のＯＢの常務理事１名、理

事が11名、監事２名、計16名の役員で構成され

。 、 、ております また 職員でございますけれども

常務理事兼務の宮崎県機械技術センター所長以

下計６名でございまして、うち県からの派遣職

員が１名おります。

県が出資しております法人の経営状況につい

て御説明したいと思います 「平成18年６月定例。

県議会提出報告書」の85ページをお開きくださ

い 財団法人宮崎県機械技術振興協会の 平成17。 「

年度事業報告書」についてでございます。

まず、１の事業概要でございますけれども、

当協会は、先ほど御説明しましたとおり、県が

設置しました宮崎県機械技術センターの管理運

営業務を受託しまして、地域の企業ニーズに対

応した技術指導、調査研究等を実施していると

ころでございます。

２の事業実績をごらんください。平成17年度

におきましては、２の表に示しております各事

業を実施したところでございます。このうち表

の中の（２ 、16年度に続きまして国県の補助を）

受けまして 「宮崎県特定中小企業集積活性化支、

援事業」としまして、延岡市、日向市、門川町

、 、において 機械金属業種等の中小企業を対象に

技術力向上を図るために巡回指導等を実施した

ところでございます。この事業は、企業城下町

とか特定の産地に依存する中小企業を支援する

国の事業の一環でございます。

次に、86ページをお開きください。収支決算

でございます。まず（１）の宮崎県機械技術セ

ンター管理運営受託事業会計でございます。収

入は全額県からの事業委託料でございまして、

支出の主なものは、人件費が4,030万円余と、下

から２段目の退職給与引当金支出1,683万円余と
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なっております 決算額が7,136万3,000円となっ。

ております。

、 。次に 87ページの法人管理会計でございます

主な収入は地元の企業･団体からの寄附金160万

円でございまして、主な支出は物件費の中の備

品購入費を上げておりますが、64万円余となっ

ております。決算額は260万5,592円でございま

す。

次に、88ページをお開きください。宮崎県特

定中小企業集積活性化支援事業会計でございま

す。収入は、全額、国県からの補助金でござい

まして、支出の主なものは謝金79万円余となっ

ております。これは、各分野の専門家を企業に

派遣したり技術講習会を開催した際の経費でご

ざいます。決算額は241万3,000円となっており

ます。

次に、財産目録でありますけれども、協会の

総資産は、基金や機械備品等が2,628万5,088円

であります。負債が2,037万円余となっておりま

すけれども、この中に退職給与引当金とし

て1,683万円余が含まれております。正味財産

が590万円余でございます。

以上が平成17年度の事業報告でございます。

次に、89ページをお開きください。これは、

「 」 。 、平成18年度事業計画書 でございます まず

２の事業計画でございますが、①の試験研究、

今年度も、昨年度に引き続きまして、微粒切削

液供給法を用いた加工特性に関する研究という

のを行うこととしております。②の技術指導で

、 、ございますが エの技術講習会につきましては

電子顕微鏡講習会など、企業に対するアンケー

ト調査とか、技術研究会の研究員からの意見と

か要望を反映しましてこのような講習会を企画

しているところでございます。そのほか、技術

指導でございますけれども、企業の経営や技術

者を対象としまして、物づくり意識の高揚、技

術力の向上というのを目的としました、オの県

北モノづくりセミナー、さらに技能者によるす

ぐれた高度技術の継承と、若手の技術者を育成

しようとするための、カ、テクニカルフェロー

シップ制度を実施することとしております。こ

のほかの依頼試験、設備利用、調査につきまし

ては、17年度に引き続き取り組むこととしてお

ります。

次に、90ページをごらんください。収支計画

でございます。17年度までは宮崎県機械技術セ

ンター管理運営受託事業会計などの３つの会計

区分をしておりましたが、協会では、財務規程

を改正しまして、18年度からは一般会計として

統一して経理を行うこととしております。その

中で機械技術センター管理運営受託事業につき

ましては、収入が5,400万5,000円を計上してい

るところでございます。支出につきましては、

主なものですが、右側の支出欄の５段目に企業

から派遣されている事務職員の給与として、派

遣委託料308万円余を新たな項目で計上しており

ます。その他につきましては、昨年度と同様の

項目を計上しているところでございます。以上

が平成18年度の事業計画でございます。

これで財団法人宮崎県機械技術振興協会の報

告を終わります。

続きまして 「宮崎県産業支援財団」について、

でございます。財団法人宮崎県産業支援財団で

ございますが、当財団の事業につきましては、

当新産業支援課だけではなくて地域産業振興課

、及び経営金融課所管事業もございますけれども

一括して私の方から説明させていただきます。

、 、なお 所管事業に対する質問等につきましては

関係課それぞれから回答させていただきます。

、 、財団の役割や事業内容につきましては まず
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先ほどの常任委員会資料の方で説明させていた

だきます。常任委員会資料の２ページをお開き

。 。 、ください １の役割等でございます 当財団は

新事業･新産業の創出によります本県産業の活性

化を図るために、産学公連携による研究開発の

推進を初めとしまして、創業、新商品・新技術

の開発等を行おうとする事業者への支援を総合

的に行う中核支援機関として、県内のほかの支

援機関等と連携しながら、計画段階から事業化

段階までの資金、人材育成、技術開発、販路開

、拓などの支援及び設備導入とか取引のあっせん

地域商業の活性化等の支援を行うことを目的と

しておりまして、平成12年４月１日に設立をい

たしました （３）の県や市町村、企業からの出。

資状況でございます。②の出資総額をごらんく

ださい。合計が26億8,159万6,000円のうち、国

庫金も含めた数字でございますが、92.8％を県

が出資しているところでございます。

次に、２の事業内容につきまして、主なもの

を説明させていただきます。当財団の事業は、

主に（１）の新事業･新産業の創出、それから次

のページの３ページの（２）挑戦する中小企業

への支援 （３）の地域商業･サービス業の活性、

化に大別することができます。

まず （１）の新事業･新産業の創出の①産業、

連携の推進でございますけれども、これは、異

なる産業の連携によりまして新たな産業の創出

や既存産業の競争力を強化するために、産業連

携推進事業におきまして水産加工業者とか機械

製造業者、また農業法人と食品加工業者などの

異なる産業間の商談会を開催しているところで

ございます。次に、②の産学公連携による研究

開発の推進でございますが、産学公の共同研究

開発を積極的に推進しまして、新たな技術シー

ズの創出による新事業創出を図るものでござい

ます。まず、その中でも地域結集型共同研究事

業でございますけれども、これは独立行政法人

科学技術振興機構というのが、文部科学省の外

郭団体でございますけれども、ここから委託を

受けた研究課題、食の機能を中心としたがん予

防基盤技術創出を推進しまして、バイオメディ

カル産業を創出するために、大学、企業、公設

試験研究機関等と共同研究を実施しているとこ

ろでございます。

なお 当事業は 平成16年１月から平成20年12、 、

月までの５年間の委託事業でございますけれど

も、昨年度は事業開始３年度目に当たることか

ら、本県を含む４府県に対しまして、科学技術

振興機構による中間検査が行われました。その

中間検査の結果では、宮崎県産業支援財団を中

核機関にして、産学公連携、医農連携による事

業が順調に推進され、すぐれた研究成果が創出

されている等の理由から、４つの府県中、最も

高い評価を得ることができました。その結果、

事業費が18年度以降は増額されまして、予算総

額はこれまでの13億から13億2,000万円となった

ところでございます。

次に、都市エリア産学間連携促進事業でござ

いますけれども、文部科学省の補助を受けまし

て実施しているものでございます。まず、都城

盆地エリアでございますが、こちらのエリアで

は、畜ふん、木材のバイオマスの利用により生

じる熱、それから有用性成分の利用によりまし

て環境調和型産業を創出しようとするものでご

ざいます。期間が平成16年７月から19年３月ま

での３年間、予算総額は３億円でございます。

次に、みやざき県北臨海エリアでございますけ

れども、こちらの方は、水産加工段階で生じま

す魚からとれる魚腸骨などの海洋性バイオマス

から認知症や生活習慣病の予防に役立つ機能性
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物質を抽出しようとするものでございます。期

間が平成17年６月から20年３月までの３年間、

予算総額は約１億5,000万円でございます。

次に、３ページ一番上の（２）の挑戦する中

小企業への支援でございます。これは、技術開

、発や商品開発を行います中小企業に対しまして

ヒト、モノ、カネ、ノウハウを総合的に提供す

ることによりまして競争力のある企業の育成を

図ることを目的としております。まず、①の総

合相談窓口開設事業でございますけれども、こ

れは 宮崎県産業支援財団の中に６名のコーディ、

ネーターを配置しております コーディネーター。

、は企業経営や技術開発などの相談に対しまして

専門的な助言･指導を行っているところでござい

。 、 、ます 次に ②の専門家派遣事業でありますが

これは、コーディネーターで対応できないよう

な専門分野につきまして、企業に社会保険労務

士、技術士等の専門家を派遣しまして課題解決

を図るものでございます。次に、③の中小企業

経営基盤強化対策事業でありますけれども、中

小企業が行います新商品･新技術開発等の経営革

新や販路開拓活動等に対して助成を行うもので

ございます。次に、④の設備資金貸付及び設備

貸与事業でありますが、中小企業の創業、経営

基盤強化に必要な設備資金貸付及び設備貸与を

行うものでございます。次に、⑤の取引振興事

業でございますが、これは、取引あっせんや見

本市等への出展企業に対する支援を行うもので

ございます。

、（ ） 、次に ３ の地域商業･サービス業の活性化

この①中心市街地商業活性化基金事業について

であります。街づくり機関が行います中心市街

地における活性化事業に対する助成を行うもの

でございます。次に、②の商業フロンティア支

援事業でございますけれども、これは、意欲あ

る創業予定者等を対象としたセミナー等を開催

するものでございます。

次に、３の組織等についてでございます。佐

土原の工業技術センター内にあります産業支援

財団の創業支援･産学官連携推進･情報部門があ

りますが、こちらの方には県派遣職員が14名、

銀行派遣職員が２名の計16名おります。また、

宮崎市街地の松橋町の方の中小企業会館、こち

らの方に設備資金と取引振興部門があります。

こちらの方には県職員が３名、プロパー職員５

名の計８名がおります。それから、アゲインビ

ルでございますけど、こちらの方に商業支援セ

ンターを設置しておりまして、県派遣職員２名

が常駐しておるところでございます。合計で26

名となっております。

次に、４ページをお開きください。４の特別

会計の概要でございます。特別会計につきまし

、 、ては 特定目的の基金を財源にしている場合や

貸付事業などの一般会計と明確に区分する必要

がある場合に設置しておりまして （１）の研修、

及び指導事業特別会計から５ページの（16）の

商業フロンティア支援事業特別会計までの16の

特別会計を設けております。先ほど説明したさ

まざまな事業を実施しているところでございま

す。これは事業の内容をそれぞれにまとめたと

ころでございます。

次に、決算の状況でございますけれども、別

途配付しております「平成18年６月定例県議会

提出報告書｣の抜粋をコピーしたものがあります

ので、そちらの方をごらんいただきたいと思い

ます。表紙をめくっていただきますと91ページ

となっておりますけれども、事業概要につきま

しては、先ほど常任委員会資料にて主要事業を

説明いたしましたので、省略させていただきま

す。なお、事業ごとに会計名と事業費を手書き



- -7

で追加して記載いたしましたので、後ほどごら

んいただきたいと思います。

96ページをお開きください。平成17年度の収

支決算の状況でございます。16の特別会計と一

般会計、全部で17会計ありますので、主なもの

について説明させていただきます。

まず （１）の一般会計でございます。主な収、

入は、県及び国からの補助金４億5,995万円余で

ございます 主な支出は 職員の給与費１億4,469。 、

万円余と事業費３億5,978万円余で、事業費の主

なものは、文部科学省からの都市エリア産学官

連携促進事業に係る研究委託費等の１億2,893万

円余でございます。決算額は５億3,035万円余と

なっております。

次に、98ページをお開きください （４）の地。

域技術起業化推進事業特別会計をごらんいただ

きたいと思います。平成元年度に国と県により

基金を設置しまして、高度技術を利用して起業

化を図る県内の中小企業等を支援してきたとこ

ろでございますが、他の同じような支援策が充

実してきたこと等から、国と県に４億4,204万円

余を返還しまして、17年度をもって事業が終了

したところでございます。主な収入は、基金の

特定預金取崩収入の４億4,000万円でございまし

て、支出は、この取り崩したものを国と県に返

還に伴います償還金の４億4,204万円でございま

。 。す 決算額は４億4,408万円余となっております

次に、99ページをごらんください （７）の中。

小企業経営基盤強化対策事業特別会計でありま

すが、これは、中小企業の経営革新や販路開拓

活動に対する助成を行うための会計でございま

す。主な収入ですが、特定預金取崩収入１億500

万円と前期繰越収支差額の１億1,015万円余と

なっております。主な支出は、経営革新や販路

開拓への助成費3,798万円余であります。決算額

は２億1,720万円余となっております。

次に、100ページをお開きください （８）中。

小企業等支援ファンド事業特別会計であります

が、投資事業有限責任組合への出資を通しまし

て、事業再生に取り組む県内の中核的企業への

。 、支援を行うための会計であります 主な収入は

県及び金融機関からの借入金が40億円、主な支

出は、県及び金融機関への償還金40億円であり

。 。ます 決算額は40億132万円余となっております

次に （９）地域結集型共同研究事業特別会計、

でございます。科学技術振興機構から委託を受

けました同事業の運営管理を行うものでござい

まして、収入は、この受託事業収入２億6,250万

円となっております。主な支出ですが、研究試

験に要する試薬等の消耗品費6,050万円余と遺伝

子の解析を行うための機器等を購入するための

備品購入費4,425万円余でございます。決算額は

２億6,250万円であります。

次に、101ページをごらんください。17年度新

規事業の（10）の創業･新事業挑戦支援ファンド

事業特別会計でございます。これは、県内の２

つの投資事業有限責任組合への出資を通しまし

て、今後、成長性のあるようなベンチャー中小

企業等に対する支援を行うための会計でござい

ます。主な収入は、県及び金融機関からの借入

金収入が２億円、主な支出は、投資事業有限責

、 、任組合 いわゆるファンドへの出資金が１億円

県への償還金１億円であります 決算額は２億14。

万円余となっております。

次に、同じく17年度の新規事業の（11）戦略

。的地域科学技術振興事業特別会計でございます

これは、大学や企業等の研究者が実施いたしま

す研究開発活動を支援するための会計でござい

ます。主な収入ですが、これは、みやざき21世

紀戦略推進財団から当財団へ移管されたことに
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伴う寄附金という収入で、7,651万円余、それか

ら特定預金取崩収入の3,792万円であります。主

な支出ですが、基礎研究費への助成費が2,892万

円、基金繰出金の7,651万円余であります。決算

額が１億1,443万円余であります。

次に、104ページの方をお願いいたします。

（14）みやざき産業創造設備貸与事業特別会計

でございます。これは、中小企業者等に対しま

して、割賦またはリース方式によります設備を

。 、貸与するための会計でございます 主な収入は

、 、５行目 償還準備金の戻入額６億7,112万円余と

その上の割賦償還金４億2,363万円余でありま

す。主な支出は、４行目の借入金返済６億7,112

万円余と、その下の償還準備積立金の４億5,029

万円余、一番上の貸与設備購入１億7,810万円で

ありまして、中小企業等が必要とする設備を財

団が購入してから貸与するという方式をとって

いるところでございます。決算額は14億2,290万

円余でございます。

次に、105ページをごらんください （17）の。

商業フロンティア支援事業特別会計でございま

す。これは、創業予定者や意欲ある商業者の支

援等を行うための会計でございまして、主な収

入は、県からの補助金が3,505万円余でございま

す。主な支出は、人件費1,757万円余と管理事業

費の1,747万円余であります。決算額が3,505万

円余となっております。

次に、106ページをお開きください。４の財産

目録 ５の貸借対照表でございます 総資産は96、 。

億3,718万3,841円で、正味財産が９億9,589

万1,942円でございます。

以上が平成17年度の決算報告でございます。

次に、107ページをごらんください。平成18年

度の事業計画について御説明いたします。

２の事業計画をごらんください。今年度にお

きましても、平成17年度に終了いたしました一

部の事業を除きまして、引き続き各事業に取り

組むこととしております。事業内容は平成17年

度決算報告の内容と同じでありますので、新規

事業のみを説明させていただきます。

まず １ の③18年度新規事業 バイオメディ、（ ） 「

カル新技術産業化展開推進事業」であります。

事業費は1,554万3,000円でありますが、地域結

集型共同研究事業で創出されました新技術を県

内外の企業への技術移転を推進することとして

おります。

次に、同じく18年度新規事業の⑧をごらんく

ださい 「広域的新事業支援ネットワーク拠点重。

点強化事業」でございます。これは 「みやざき、

産業クラスター推進協議会」というのがござい

ますけれども、こちらの方のビジネス･インキュ

ベーション支援基盤を確立するために、シンポ

ジウムの開催、新製品の販路開拓支援等を九州

経済産業局からの直接補助事業により実施する

こととしております。事業費は1,780万7,000円

でございます。

次に、110ページをお開きください。平成18年

度の収支計画でございます。

（１）の一般会計でございますけれども、総

額は 2,323万円でございます。主な収入は、事※

業費等に対する県等からの補助金が４億7,900万

円余で、主な支出は、職員の給与費１億5,283万

円余と事業費の中の委託費で１億1,914万円余で

ございます。

111ページの（２）研修及び指導事業特別会計

から117ページの（16）の商業フロンティア支援

事業特別会計につきましては、平成17年度で終

了いたしました地域技術起業化推進事業特別会

計を除きまして、引き続き各会計により事業を

※13ページに訂正発言あり
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実施していくこととしております。

117ページをお開きください （15）でござい。

ますが、商店街競争力強化事業特別会計であり

ます。中小企業基盤整備機構と県の財源をもと

にしまして、平成13年に設置しました基金を活

用しまして事業を実施してまいりましたが、本

年５月に基金の償還期限を迎えましたために 18、

。年度をもって事業終了となる予定でございます

以上が平成18年度の事業計画でございます。

これで財団法人宮崎県産業支援財団の御報告

を終わります。

私の方からは「最近の○吉田企業立地対策監

企業誘致の状況について」御報告いたしたいと

思います。

委員会資料の７ページをお開きください。本

年度の企業誘致の件数は、現在までのところ３

。 、 、件となっております 業種別では 製造業１件

情報サービス産業２件となっております。

それでは、それぞれの企業について簡単に御

紹介いたします。

８ページ以降に企業の概要をつけております

ので、御参照いただきたいと思います。まず、

。 、小林市の株式会社ミヤザキであります 同社は

県と小林市の誘致企業として、平成４年に現在

の小林工場を建設しまして、大手の電機･電子

メーカー等の生産ラインに用いられる多品種少

量の工作機械用プラスチック部品を製造してお

りますが、半導体を初めとする電子部品業界か

らの受注量の増大に対応するため、現在の敷地

内に工場を増設するものでございます。ことし

の12月に操業開始予定でございます。

次は、日本福祉サービス株式会社でございま

す。同社は、全国の介護事業所の介護報酬請求

業務のヘルプデスク事業や福祉関係の各種サー

ビスを幅広く展開しておりますが、今回、ヘル

プデスク業務のさらなる強化及び拡大のため、

コールセンターを都城市内に開設するものでご

ざいます 来月の７日に開所式を行う予定になっ。

ております。

それから、３社目は、株式会社シーイーシー

でございます。同社は、東証の一部上場企業で

ございまして、ソフトウエアの開発やＩＴソ

リューションビジネスなどの事業を展開してお

りますが、今回、携帯電話やデジタル製品等に

組み込むソフトウエアの開発及びその検証サー

ビスを行うための事業所を都城市に設置するも

のであります。来月操業開始予定となっており

ます。

私の方からは以上でございます。

「平成17年度宮崎県○矢野地域産業振興課長

繰越明許費繰越計算書について」であります。

平成18年６月定例県議会提出報告書 の162ペー「 」

ジをお願いいたします。162ページの一番下の欄

でございますが、商工費･工鉱業費の「休廃止鉱

山鉱害防止事業」であります。これにつきまし

ては、恐縮ですが、委員会資料の６ページの方

で説明をさせていただきますので、お願いいた

します。

、 、この事業は １の事業概要にありますように

美郷町北郷区の速日鉱山における休廃止鉱山鉱

害防止事業で、301万3,000円を繰り越したもの

であります。事業の全体内容につきましては、

（４）にありますように、速日鉱山から流出す

る抗廃水による河川の汚染防止等を図るための

抗廃水の中和と汚染物質の除去及び水処理を行

う施設の場内管理道の整備であります。このう

ち②の場内管理道の整備につきまして、昨年の

台風14号によりまして場内に多大な被害が生じ

事業の進捗が大幅におくれたため、事業を繰り

越したものであります。なお、繰り越した事業
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の進捗状況でありますけれども、現時点でほぼ

終了しております。

繰越事業については以上であります。

続きまして 「まちづくり三法」の改正につい、

て御報告をさせていただきます。

委員会資料の11ページでございます。今回、

「まちづくり三法」と呼ばれる関係法律が改正

されました 「まちづくり三法」とは、１、趣旨。

の（１）の図にありますように、中心市街地活

性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画

法を総称したものであります。

それぞれの法律の内容ですが、中心市街地活

性化法は、市町村が策定する中心市街地活性化

基本計画によって市街地の整備改善及び商業等

の活性化を一体的に推進するための法律でござ

います。それから大規模小売店舗立地法は、立

地場所が決まりました大規模小売店舗の立地周

辺地域の生活環境を保持するための法律でござ

います。それから、改正都市計画法は、大規模

小売店舗が立地できる場所のきめ細かなゾーニ

ングを行った法律でございます。

これらの法律の施行から早いものでは７年が

経過いたしましたけれども、中心市街地は活性

化せずに、全国的には空洞化が深刻化するとい

う事態に至っております。その原因であります

が （２）にありますように、中心市街地活性化、

法において都市機能を集約するといった視点が

欠けていた、あるいは大型店の郊外進出が認め

られやすくて、広域的視点が反映されにくい都

市計画体系になっていたなどの点が指摘をされ

ております。

このような点を踏まえまして、中心市街地を

活性化させるための基本的な方向につきまして

は （３）にありますように、少子高齢化の加速、

とともに、人口減少社会が到来し、経済規模も

縮小基調にあるということ、それで、このまま

では人口の郊外流出、都市機能の郊外拡散によ

る公共投資の増大によって自治体の財政が維持

できなくなること、それから商業のみならず、

歴史・文化、あるいは防犯・防災といった価値

がはぐくまれるためにはコミュニティーが維持

されなければならないということから、中心市

街地でコンパクトでにぎわいあふれるまちづく

りというものを目指すということになったもの

であります。そのためには教育文化施設、ある

いは医療施設といったさまざまな都市機能の市

街地への集約と、中心市街地のにぎわい回復を

一体的に推進する施策を講じていくということ

になりまして、その方向性に沿って、今回、都

市計画法及び中心市街地活性化法が改正された

ものであります。

12ページをお開きいただきたいと思います。

改正の概要であります。まず （１）の都市計画、

法の改正であります。主な点は、床面積１万平

方メートルを超える店舗、映画館、アミューズ

メント施設といった大規模集客施設の立地につ

いては、従来は左の図のように、都市計画区域

内では６つの用途地域並びに用途の指定のない

地域において可能でございましたけれども、今

回の改正で、立地できる都市計画区域は、右の

図のように、近隣商業地域、商業地域、準工業

地域、この３つの用途地域に限定されておりま

す。なお、準工業地域につきましては、後に述

べます改正中心市街地活性化法の中で、国の支

援を受けようとする場合には、市町村が策定す

ることとなります中心市街地活性化基本計画の

中で、準工業地域においては大規模集客施設の

立地を抑制するという特別用途地区を指定する

ということが認定の条件となる予定でございま

す。
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なお、都市計画法につきましては、このほか

、 、に多くの改正がなされておりますので この後

土木部の審議の際に都市計画課が説明させてい

ただくということになっております。

続きまして （２）の中心市街地活性化法の改、

正でございます。従来は中心市街地活性化に係

る国の支援を得るためには、まちづくり機関が

市町村の策定した基本計画に沿って事業計画を

作成をいたしまして、経済産業大臣の認定を受

けるという仕組みでございました。しかしなが

ら、なかなか支援の効果が上がらずに、支援の

選択と集中を図るという観点から、今回、抜本

的な改正がなされたものでございます。今回の

、 、 「 」改正では 図にありますように 法律に 目的

に加えまして 新たに 基本理念 あるいは 責、 「 」 「

務規定」が盛り込まれるなど、まちづくりの基

本法的な性格が与えられております。

まず 「目的」では、中心市街地における都市、

機能の増進及び経済の活力の向上を総合的･一体

的に推進するということがうたわれておりまし

て 「基本理念」では、地域の関係者が主体的に、

取り組み、それに対して国が集中的に支援を行

うこと、さらに、国、地方公共団体及び事業者

が中心市街地活性化のためにそれぞれ責務を有

するという旨の規定が新設されております。こ

の中で国の責務は、基本理念にのっとって総合

的な施策を策定し、実施するということであり

ます。これを具体的に図で示したものが支援ス

キームの図でございますが、市町村が国の支援

措置を受けるためには、市街地の整備改善、都

市福利施設の整備、まちなか居住の推進あるい

は商業の活性化といった内容を盛り込んだ中心

市街地活性化基本計画、図では左の方の四角囲

いをしております（新）基本計画でございます

が、これを策定し、内閣総理大臣の認定を受け

なければなりません。また、国において、内閣

、総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部

これは一番上の方に書いてございますが、これ

を内閣に設置して基本方針の作成とか、あるい

は各省庁間にまたがる各種支援の総合調整、事

業の実施状況の検証、見直しなどを行うという

ことになりました。

さらに、地方において従来、商業活性化のた

めの取り組みを行ってきました商工会議所や商

工会を中心としたＴＭＯ、いわゆるまちづくり

、 、機関ですが それにかわるものといたしまして

まちづくり全体にかかわる活動を総合的に実施

する、いわば指令塔といたしまして、図の中ほ

どにございます中心市街地活性化協議会が設け

られました。この協議会は、商工会議所または

商工会などと中心市街地整備推進機構、また、

まちづくり会社などとが共同で組織をいたしま

して、市町村とか、あるいは地権者などの参画

も得て内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に

記載された事業を一体的に、かつ円滑に実施す

るために必要な事項を協議するとともに、さま

ざまな民間事業活動を取りまとめてまちづくり

を総合的にコーディネートをするという役割を

担うということになりました。

続きまして、13ページをお開きいただきたい

と思います （３）でございますが、大規模小売。

店舗立地法につきましては、店舗面積が1,000平

米を超える店舗の新設につきましては、出店者

が県に届け出を行った後に、２カ月以内に地元

説明会を開催するなどの手続が必要でありまし

て、届け出から８カ月を経過した後では新設は

できないということになっております。今回、

この大規模小売店舗立地法については、直接の

改正はございませんでしたが、中心市街地活性

化法において大規模小売店舗立地法の特例とい
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うものが規定されまして、県が市町村の求めに

応じて認定された中心市街地活性化基本計画に

盛り込まれました、認定中心市街地内の一定の

区域を第一種特例区域ということで決定すれば

新設の届出は必要がなくなると。それから、中

心市街地内の一定の区域を第二種特例区域とい

うことで決定すれば新設の届け出と２カ月以内

の地元説明会の開催だけで新設ができるという

ことになります。これらの仕組みによりまして

中心市街地に大型小売店舗が出店できやすい環

境が整えられたというところでございます。

３には改正中心市街地活性化法に基づき実施

されます商業活性化事業に対する国の重点的な

支援措置を掲げております。

最後に、４、県の役割でございますが、今回

の改正中心市街地活性化法では、中心市街地の

活性化は、市町村や地域住民、関係事業者が主

体的に取り組むものということにされまして、

県はその取り組みをサポートするということと

なります。具体的には、市町村が国から認定を

受けた基本計画に基づき事業をする場合に必要

な助言を行う、あるいは大規模小売店舗立地法

の、先ほどの第一種、第二種の特例区域を設定

するなどでございます。また、県としては、こ

のほか、例えば、まちづくりに関する市町村や

県民の意識啓発、あるいは基本計画を策定する

際の助言、基本計画に基づく事業に対する補助

などの支援によりまして、中心市街地の活性化

を図ることが必要であるというふうに考えてい

るところでございます。以上であります。

続きまして 「観光○松原観光･リゾート課長 、

をめぐる最近の動きについて」御説明いたしま

す。

。常任委員会資料の14ページをお開きください

まず、県内の西武関係施設についてでございま

す。

県内には西武グループが所有している観光関

連施設といたしまして、南郷町の日南海岸南郷

プリンスホテルを初め、小林市、串間市、門川

町にそれぞれゴルフ場がございますが、平成17

年３月に、これら県内すべての施設が撤退･売却

の対象施設となっているとの報道がなされたこ

とから、県では、地元自治体と連携し、西武グ

ループに対し施設の存続要望を行ってきたとこ

ろでございます。今月13日に、株式会社プリン

スホテルから、西武グループ保有の県内施設の

取り扱いについて方針の説明が行われたところ

でございます。

説明内容につきましては、資料の２でござい

ますが、まず （１）南郷町の日南海岸南郷プリ、

ンスホテル及び串間市の日南串間ゴルフコース

については営業継続の方向、小林市の生駒高原

宮崎小林ゴルフコース及び門川町の宮崎日向ゴ

ルフコースについては、平成18年度内に売却の

方針 （２）でございますが、売却対象施設につ、

いては、幅広く売却先を募り、事業の継続、従

業員の雇用確保がなされることを前提に選定を

行う予定という説明内容でございました。２つ

のゴルフ場の売却につきましては、残念な結果

であると受けとめておりますが、日南海岸南郷

プリンスホテル及び串間のゴルフ場が引き続き

西武グループにより営業継続の方向となりまし

たことは、本県及び地元自治体にとってはあり

がたいことと考えております。

県といたしましては、今後とも、地元自治体

と連携を図り、売却対象となった２施設につい

て、ゴルフ場としての事業の継続や従業員の雇

用確保が図られるよう西武グループへ働きかけ

てまいりたいと考えております。

続きまして、15ページをお開きください。み
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やざきフラワーフェスタ2006の開催結果につい

てでございます。

第39回となりました今回は、58日間の日程で

開催されました。

、 、 、次に ３の会場につきましては 例年どおり

メーン会場の「こどものくに」を初めとします

フラワーフェスタ９会場で開催されました。こ

のほか、協賛イベント42会場でもさまざまな花

イベントなどが行われ、全県的にフラワーフェ

スタを展開したところでございます。

次に ４の入場者数につきましては フラワー、 、

フェスタ９会場の合計で約77万6,000人の入場が

ございました。これは昨年より約５万人減少し

ておりますが、主な要因といたしましては、期

間前半の週末の天候が不順であったこと、桜の

開花時期が例年より早く、母智丘公園では花の

見ごろとこれに合わせたイベントにずれが生じ

たことから、母智丘公園については、資料の４

の図の３段目にございますけれども、昨年と比

べますと６万3,700人減ってしまったということ

が影響したものと考えております。

最後に、５の開催概要についてでございます

、 、 「 」が 今回は メーン会場である こどものくに

におきまして、花と緑の愛好家グループや花の

生産者の方々による特色ある花壇が設けられた

り、開会･閉会セレモニーでは、会場盛り上げの

ため多くの県民の方々に御協力いただいたとこ

ろでございます。

観光･リゾート課からは以上でございます。

執行部の説明が終了しまし○黒木覚市委員長

た。まず、報告事項について質疑はございませ

んか。

私、財団法人の説明の○矢野新産業支援課長

中で、報告書の110ページの財団の収支計画の方

で収入の方を不鮮明な話し方をしましたので、

「５億2,323万円」を「2,323万円」と説明した

と思いますが 「５億2,323万円」に訂正をお願、

いします。失礼しました。

いただいた手元資料の産業支援財○権藤委員

団のところなんですが、決算の報告ということ

ではもちろん報告書、それから手元資料として

いただいた実績もある程度は細かに書いてある

、 、んですが それぞれの対象年度の取り組む事業

予算といいますか、それに対して実際に１年間

かけて行ってきた実績、そういうものとその結

果に対する評価、そして、さらには次年度以降

どうするのか、あるいは前年度から来た事業は

どうなのかというあたりについて、決算の報告

ということでこれでいいのかもしれませんが、

事業の内容が本当に当初の計画どおり充実した

形で対象の中小企業等に対してサービスできた

のか、そういう部分がこれはどう見ても細切れ

的で、なかなか素人目にはわかりにくいという

ことでありまして、そこら辺の審議なり評価な

り、次年度以降の意思決定というものは当然そ

れぞれの部署でやられていると思うんですけれ

ども、まずはその点についてはどうなんでしょ

うか。

産業支援財団は平成12○矢野新産業支援課長

年４月に宮崎県産業技術情報センター、それか

、 、ら宮崎県中小企業振興公社 商業支援センター

これらをまとめた形で財団になっています。そ

れで、会計も申し上げたとおり、一般会計を含

めて17会計で、非常に今、複雑になってきてお

るところでございます。これにつきましては、

組織そのものも佐土原の工業技術センター、松

橋の中小企業会館、アゲインビルの３カ所に分

かれておりまして 会計も今申し上げたとおり17、

会計あるということで、わかりにくいというお

話は各方から聞いてはおりますので、今、会計
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につきましては、まず、もっと簡素化してわか

りやすくできないかということで、ことし、改

善チームをつくりまして、もう少しわかりやす

い会計にしようということで考えておるところ

でございます。

組織につきましては、今、ずっとこれは懸案

でございまして、この３カ所をもう少しまとめ

た形で効率的に、利便性の高いものにできない

かということで、場所等について今いろいろ考

えているところでございます。そういう問題を

抱えておりますので、見直しをことし中にやり

たいと考えているところでございます。

それぞれ今お答えいただいたよう○権藤委員

なこと等があるかと思いますが、１つはこの常

任委員会への提出資料として、これを見ても非

常にわかりにくいわけですね。だから、これは

私個人的なことですが、たたき台として、逆に

横長にもう少ししてもらって、項目があって、

事業の予算があって 実績があって 中身があっ、 、

、 、て 当初予想したものがちゃんとできたのかと

あるいは問題があるなら、当初のものが採用さ

れずにこうだったとか、そういう評価の部分が

ないと、我々としては金額が正しいかどうかと

いうチェックは監査で既にきちっとやられてい

るということは信用しているわけなんですね。

だから、そういうたくさんな事業に中小企業の

人がこういう事業をやってもらって、本当に充

実してという、そこら辺の評価を、例えば、常

務理事とかだれとかがやっていると思うんです

が、そういうような形のものが私たちの所見と

してわからないんですね。だから、そこら辺を

何かもっと報告も工夫していただければいいん

じゃないかなと。説明は17項目にわたって聞い

たんですけれども、なかなかわかりにくいとい

うような気がするもんですから、そういう御提

言を結論としてはしたいと思います。

それから、次なんですが、13ページ、新しく

法律ができ、今からということなんですが、例

えば、市町村の自主的な判断ですよとは言いな

がら、私たちが一番大きな問題として考えてい

るのは、10万を超す３つの都市の中で、この法

律が通ったことによって何らかの市街地の活性

化が望めるんだろうかというような、この法律

の趣旨その他からして市町村が判断するのも県

が判断するのも同じことだろうというふうに思

うわけですね。そういう中で、延岡にしても、

都城にしても、宮崎は特にいろいろあるわけで

すが 県が先んじてどうしなさいという意味じゃ、

、 、ないんですけれども この法律の趣旨からして

例えば、宮崎あるいは延岡等が取り組もうと、

そういう何らかのきっかけになるのかなという

、 、ふうに一面期待もしているんですが そこら辺

、 、法律の施行ということを踏まえて 県としては

これは当然、延岡も宮崎も言ってくるだろうと

いう、そういう法律の内容なのかどうなのかと

いうこと等については、断定的に言うことは難

しいでしょうけど 一応どういう感じなんでしょ、

うか。

今、委員おっしゃっ○矢野地域産業振興課長

たことでございますが、この法律ができたから

といって中心市街地が活性化するということは

決してないというふうに判断しております。国

も、あるいは国会の審議の中でも、やはりこの

法律に魂を入れるといいますか、そういうため

には、地域の事業者あるいは市町村の方々が一

体となって自分たちのまちを活性化させるとい

う気概がないと、絵にかいたもちになるという

ことを皆さん御指摘をされております。私ども

もまさもそうだろうというふうに感じておりま

して、いわゆるまちづくりというのは、ある意
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味ではもちろん地域づくりでありますし、人づ

くりだというふうに思っておりますので、非常

にやる気のあるリーダー的な存在の方が何人か

出られて、ぐっと引っ張っていくという体制と

いうのがぜひ必要かなと。県も、そういう状況

があれば市町村あるいは国と一体となって支援

をしていくと、そういうことになるんではない

かというふうに判断をいたしております。

14ページなんですが、これは逆を○権藤委員

言うと小林と日向は売却対象というふうに解釈

してよろしいんですかね。

小林と日向について○松原観光･リゾート課長

は、年度内に売却する方向ということでござい

ます。

県においても、一ツ瀬の河川敷等○権藤委員

については指定管理者に移管するというような

ことで、西武グループにおいても感覚としては

同じようなことかなと、黒字化していくという

意味でですね。身軽にしていくということなん

でしょう。このことは新聞等で打ち上げられて

しばらくたつわけですけど、もし入っていれば

ということですけど、現地法人とか何とかとい

う、そういう動きがあるのかどうかということ

です。

今のところは具体的○松原観光･リゾート課長

にそういう動きはございません。

「まちづくり三法」に関してです○長友委員

が 都市計画法のところで 確かに 改正になっ、 、 、

た理由というのは、大規模小売店等が相当いろ

んなところに立地をしたということで、中心市

街地が非常に空洞化をしたりということで大変

な状況になったと、こういうことがあるわけで

ありますけれども、私は市街化調整区域に住ん

でおりまして、都市計画法というので線引きが

あるわけなんですけれども、市街化調整区域に

ついても人口減少、少子化、こういう部分もあ

るし、高齢化という部分もあって、しかし、市

街化調整区域自体もそれなりに生き残りを図っ

ていかなくちゃいけないという同じ状況がある

わけですね。中心市街地に関してはこういう形

でいろんなてこ入れがなされていくわけですけ

れども、例えば、12ページの都市計画法を見ま

すと、大規模集客施設、こういうものの立地の

可否に関しまして、市街化調整区域は従来の方

でやりますと原則はバツと、そして計画的大規

。 、模開発の場合はよかったわけですね ところが

今回改正になりますと、大規模開発も含め原則

もうだめと、こういうことになってきます。そ

れで、地区計画を定めた場合、適合するものは

丸とあるわけですけれども、ここのあたりをも

うちょっと説明をしてください。具体的にどう

いう形なら丸なのかですね。

都市計画法というこ○矢野地域産業振興課長

とで、恐らく後、土木部の方でも御説明をさせ

ていただくことになるかと思いますが、今、私

どもがわかっている範囲につきましては、地区

計画というものにつきましては、いわゆるこの

地域で、例えば、何といいますか、まちの一定

の集積のある地域とか、あるいは共通の特徴を

持った場所というのを一定の範囲という形で設

、 、定をいたしまして その地区を単位としまして

例えば、道路とか公園とか、そういったものを

配置する、あるいは建築物の用途とか形態等を

ある程度一体化していくというようなことで、

その地区独自のまちづくりを定めたアングルと

いうのを計画の中に盛り込んで開発をしていく

ということであればいいですよと言っておりま

すので、ある意味では私の認識としては、市街

化調整区域の中において一定のまちづくり的な

ものを計画をすれば、それは認められるという
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ことのようでございます。

それは、市の段階でその地域と市○長友委員

との中でそういう計画がつくられればいいとい

うふうに解していいわけですかね。

そのように理解をし○矢野地域産業振興課長

ております。

だから、市街化調整区域も県道沿○長友委員

いを中心にしたりしながら、ある程度の商店と

か何とかそういうのが集積しているところがあ

るわけですよね。そこらあたりもある程度のそ

ういう集積があれば、そこを中心に、たとえそ

の辺が農業やらしておったとしても、その集積

、した商店街とかそういうところに集まってきて

そこを中心に活性化が図られるということもあ

りますので、まちづくり三法が改正になって、

、一方的に市街化区域の中心市街地といいますか

そこばかりに焦点が当てられるとなかなか困る

なということがありますので、県の方がどうい

うかかわり方ができるのかというような県の役

割というのがありますけれども、ここらあたり

が市あたりから上がってきた場合にはできるだ

け県としてもサポートをしていただきたい、こ

れはちょっと要望しておきたいというふうに思

います。

今 委員のおっしゃっ○矢野地域産業振興課長 、

ていたことにつきまして、いろいろと議論がご

。 、ざいます 中心市街地だけ活性化していいのか

中心市街地が活性化することによってその波及

効果が地域に及ぶということがねらいだろうと

思いますけれども、おっしゃったように、市街

化調整区域でもある程度の集積があるようなと

ころがございますので、そういったところはお

互い、もう一つの核として中心市街地と今、市

街化調整区域にできている一つのまとまりとい

うのを有機的に連携させて市町村としてのまち

づくりをしていくという考え方もあるというこ

とで、そこは市町村あるいは首長の方のお考え

一つにかかってくるのかなというふうに考えて

おります。以上であります。

、○坂口委員 産業支援財団の産学官連携ですが

取り組み内容だけど、まず説明資料の２ページ

一番下、県北臨海エリアの事業の中身なんです

けど、何をどうするという事業なんですか。

これは、文部科学省か○矢野新産業支援課長

らの補助でございまして、例えば、魚から出て

きます魚腸骨、それとチリメンの煮汁、こうい

うものから有用性の高い成分を検出しまして、

それを機能性食品とかそういうものに転用でき

ないかとか、そういう研究をするものでござい

ます。九州保健福祉大学とかに協力していただ

いているところでございます。

順序は逆になるけど、一番下の今○坂口委員

の県北・都城エリア、食の機能は、それぞれ産

官学、大学はどこの大学のどういう教室とか、

県はどの施設のどういう試験研究分野とかの体

制図、それと民はどの企業だというのはどんな

ぐあいになっていますか。

地域結集型でございま○矢野新産業支援課長

すけれども、これは医学分野、農学分野に分か

、 、れておりまして 医学分野では宮崎大学医学部

京都大学医学部、岡山大学薬学部、京都府立医

科大学、京都薬科大学、それから国立がんセン

ター研究所、県関係が工業技術センター、県立

宮崎病院･日南病院･延岡病院、都城市郡医師会

、 、病院 民がケージーエスという会社と中外製薬

旭化成ファーマ、三菱ウェルファーマになって

おります。それから、農学分野でございますけ

れども、これは宮崎大学の農学部、宮崎大学工

、 、 、学部 九州大学院の農学研究院 九州東海大学

それから県が食品開発センター、総合農業試験



- -17

場、宮崎県ＪＡ食品開発研究所、雲海酒造、霧

島酒造、南日本酪農協同組合、横山造園土木、

日本食材加工株式会社、パーキンエルマー株式

会社、バイオラットラボラトリーズというとこ

ろでございます。こういう産学官から今、101名

ですが、去年は108名の研究者がこれに携わって

おりまして、宮崎県産業支援財団の結集型研究

室、ここにコア研究室を設けております。ここ

で雇用研究員が37名、財団で雇用した雇用研究

員がこの中に10名おります。研究統括に宮崎大

学の医学部長がなっていただいております。そ

れから事業統括で宮崎県工業会の副会長さんに

なっていただいておるところでございます。あ

と新技術エージェント２名を配しているところ

でございます。体制としてはこういう体制で臨

んでいるところでございます。

それから、都市エリアの都城盆地エリアの方

、 、は コア研究室を宮崎県木材利用技術センター

、 、これは御存知のとおり 都城市にございますが

ここで雇用研究員、コーディネーター２名、非

常勤職員１名、スタッフは合計４名でございま

す。参画研究員が40名で、企業が15名、大学と

高専から18名、公設試が７名でございます。共

同研究参画機関が22機関ございます。多いので

幾つか例を挙げますと、産（企業等）が都城森

林組合、清本鐵工、都城木材、学の方は宮崎大

学工学部･農学部、都城高専、公が木材利用技術

センターと畜産試験場 工業技術センターになっ、

ております。

臨海エリアの県北地区の方ですが、コア研究

室を九州保健福祉大学のＱＯＬ研究機構内に置

いております。ここはコーディネーターを１名

配しております。参画研究員が37名で、企業が

７名、大学が27名、公設試から３名、共同研究

参画機関でございますが、13機関でございまし

て、これは財団も含んでおりますが、企業が吉

玉製鍍とか旭有機材、旭化成ケミカル等が入っ

ております。学では九州保健福祉大学、宮崎大

学工学部･農学部･医学部、公が水産試験場と食

品開発センターでございます。以上でございま

す。

きのう、僕は一般質問でやったん○坂口委員

ですけど、これはテルペン類の抽出技術と分離

技術と それの商品化だと思うんですよね やっ、 。

ぱり山関係が入ってこないというのと、それか

ら、きのうも言いましたように、分野横断だっ

たら市町村関係もここに名前を連ねるのが当然

じゃないかというような気もするしですね、そ

れから林業試験場でしょう、これ。だから、林

。務あたりがもうちょっと一生懸命にならないと

将来何を目指そうとするのか、どういうことに

取り組んでいるのかというのと、これは国の姿

勢がどこにあるのかといったら、やっぱり環境

一体型とか健康一体型の新たな産業ですよね。

そうしたらもうちょっと構成メンバー、民の方

の公募、こういうことをこうやるから手を挙げ

てこないかという公募のあり方というものを検

討していかないと、制度が国からおりてきた、

何か、これ、飛びつこうかと、あそこの会社は

おれが知っているから声をかけるわというよう

な民の張りつけみたいな気がするんですわ。こ

んなやり方じゃもったいないですよ。本当、

。 。ちょっとおかしいと思うんですよ それを１つ

だから、何をやろうとしているのか、どこを

目指そうとしているのか、最終的に確立されて

県の財産になるものは何なのかといったら、例

えば、バイオマスだって杉の木から、いわばカ

ンファーあたりを取り出そうとするやつでしょ

う カンファーとかヒノキチオールって ちょっ。 、

と知ったふりに見えますけど、今でもなかなか
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国際的に難しいのがその分離技術なんですよ。

分離できたら、あとはそれこそ、猫がうんこや

しっこをして困るから、猫の来ない芳香剤を置

こうかとか、そして天然由来だから何の害もな

いよとか、殺虫剤をつくろうかとか、そういっ

。たものを商品化しようというやつなんですよね

山を持って困っている森林組合とか市町村、そ

ういったところが入ってきて、じゃ、うちは将

、 、来 この山はこういう利活用の方向でいこうと

ぜひこんな商品を開発してほしいとか、こうい

う技術を確立してほしいという、そういうもの

が来ないと、それもやっぱりシーズですよ。だ

から、僕は民の参入企業の選定の仕方は大いに

問題ありと思いますよ。これは要望でいいです

けど。

新産業支援課の新しい○矢野新産業支援課長

事業を起こそうということで２つの柱で考えて

おります。１つは、一番直接的に企業誘致をし

て産業集積を図ろうということ。もう一つは、

将来の新事業を創出して宮崎県にふさわしい事

業を起こそうという目的でございます。その中

でバイオ関係を新しい事業の一つとして考えて

いるところでございまして、地域結集型事業、

都市エリア事業、これらからは県内の農産物ま

たは廃棄される残渣類、これらを利用して新し

いバイオのシーズを見つけて、それから県内の

事業または県外の事業に技術移転をして産業集

積を行っていこうという目的で、今、動いてい

るところでございます。支援財団も今、７年目

、 、に入ってきたところでございますけれども 今

技術シーズがこういう事業の中で少しずつ出て

きました。18年度新規事業で展開事業をやって

おりますが、技術を移転するエージェントを２

人配置しまして、県内企業とか県外の企業に売

り込むためのエージェントでございます。今か

ら宮崎県の農産物を利用していこうということ

で、そういう農業関係とか造園業の方もいろい

。 、ろ入っているところでございます 工業関係も

医療機器の診断機器とか、そういうものを開発

していこうという意味合いで工業面にもメリッ

トがあるところでございます。また、商工観光

、労働部だけではできないことでございますので

農業、その他福祉等とも連携しながら頑張って

いきたいと考えているところでございます。以

上でございます。

くどくなりますけど、本当にそう○坂口委員

だと思うんですよ。１番目の、例えば、機能性

を利用して、人間の自然の治癒力に頼ろうとい

う、そのためにはどういう農産物がどういう成

分を持っているかというところから始まって、

これはきのう、ポジティブリストで３人質問し

ましたけど、県は機能性に目を向けて、今度は

判定機に力を入れていっていますよね。これは

大いに可能性がある。

そして、杉の今のバイオマスで廃棄処分して

いたものの有効活用と言うけど、じゃなくて、

今度はそれを主流の目的活用に行く技術なんで

すよね。廃材を使おうじゃなくて、その木全体

をそれに商品化して付加価値をつけようという

技術。話が前後しますけど、例えば、林業試験

場が今まで何をやっているかというと、特殊な

キノコの発がん性物質を多く含んだキノコの品

種改良と栽培技術を確立していこうという試験

はもう既に終わっているじゃないですか 平成13。

年からの５カ年継続事業で それをぽつんと 技。 「

術が確立されたよ」と言っただけ。じゃ、その

栽培をずっとやっていこうとかいうものが広

がっていかないですね。ところが今度はこうい

う活路を見出すんですよ、その商品の付加価値

をつけるんですよ、企業も乗っかるんですよと
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いうものがあれば、都城盆地の林業試験場を使

う研究をやっておきながら、林務サイドはそう

いったものに全然気がついていないですよ。だ

から、今、こちらは予算なり決算なり、事業の

整備の仕方を言われたけど、同じだと思うんで

す。中でやっていることをだれがそれを期待す

るのか、どこに行政が得た利益というものをだ

れに供給しようとしているのかというところを

やっぱり見やすくしておかないと、産業がそれ

を生かそうとする体制、それからこちらに目を

向けようというものがないと思うんですよ。

今の試験研究機関のレベルだったら物すごい

トップレベルですよ。もったいないなと思うん

ですよ。これを我が県でやれるという立場にな

り得たのに。ちょっとくどいですけど、だから

公募のあり方、それから体制の組み方というも

のをもっと有効的にしてほしいということを要

望しておきます。

まず、先ほどの産業支援財団なん○濵砂委員

ですが 平成12年４月１日から産業技術センター、

と中小企業振興公社が統合されて来ているわけ

なんですが、県の方針としてはこのまま存続と

いう形だったんですか。それとも縮小という状

況でしたか。どっちですかね。

ここは公社等の見直し○矢野新産業支援課長

の対象にはなっておりません。国の指導で新し

く事業を支援するためのこういう財団をつくる

ようにということで、情報センター系とか公社

系はこの前の年度の11年度にいろいろ指導があ

りまして、宮崎県は一番遅いぐらいのペースで

こういう統合をしたところでございます。

国の指導でこういうことが今進め○濵砂委員

られておると思うんですが この中で職員が計26、

名、うち県派遣が19名で構成をされているんで

すが、この中の銀行派遣の２名というのはどう

いう役割をしているんですか。

これは、産学官連携の○矢野新産業支援課長

課の方におりまして、宮崎銀行と太陽銀行から

協力していただいておりますけれども、創業支

援の方の事務事業に携わっていただいておりま

す。

それから、プロパーが５名という○濵砂委員

ことなんですが、県派遣の14名の職員の方々と

。いうのは最初からここでという形なんですかね

部長、今、いろんな人件費等の問題で論議され

ているんですけれども、今後も県職員を派遣し

たままでずっと継続をしていくということにな

るんですかね。こういうところには全然まだ目

が向いていないんでしょうかね。プロパーをふ

、やして地域の民間程度で人件費等を考えていく

県職員と同じようなレベルで人件費等を考えて

いく、どちらの方向か。今のまま継続した方向

でいくという考え方なんでしょうか。

行革の見直し対象で○落合商工観光労働部長

いろいろ具体的にやるというところまでは出て

いないということなんですが、基本的に、現時

点では、この財団の役割というのは今、非常に

大事になってきています。商工観光労働部だけ

じゃなくて、ほかの部なんかの仕事もこの財団

で受けているということで、創業支援とか産業

連携とか新分野とか、そういう意味で非常に大

事になっていますので、これを今のままでいい

かと 場所の問題から含めて これをもうちょっ、 、

とどうするかというのは本当に真剣に考えない

といけないと思いますが、県職員をもっと減ら

していこうとか、プロパーをもっとふやそうと

か、そういうことはまだちょっと現時点では考

えておりませんが、この財団、17会計もありま

すし、事業費総額もかなり大きいんですよね。

そういう中でどういうふうにこの財団というの
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を今後うまく機能させていくかということはい

ろいろ考えていきたいとは思っておりますが、

現時点では、今の状況を大きく変えようという

ことは考えておりません。

この職については行革対象外とい○濵砂委員

うことですね。今、いろんな論議をされている

、 、んですけれども ５年間で900人も減らしていく

だんだん行革を進めていく中で必ず論議が出て

くると思うんですよ。14名の職員派遣というの

はボリュームとしてはかなり大きい部分ですの

で、論議が出てくるかと思うんですが、今のと

ころでは行革対象外という形で我々は考えてい

いんですね。

そういうぐあいに考え○矢野新産業支援課長

ております。

教えてください それから ５ペー○濵砂委員 。 、

ジの（14 （15 、この言葉の中で「運用益等を） ）

」 。 、活用し というのがあるんですよ 基金５億円

それぞれの機構が５億円、５億円、５億円の15

億円の基金活用でいわゆるソフト事業に対して

助成を行うというのが（14 （15）に出ているん）

ですが、運用益というのは今、どういう運用益

が出ているんですか （14 （15）の中に「中小。 ）

商業活性化のためのソフト事業に対して助成を

行う」と 「運用益等を」という言葉が出ておる。

が、今、この時代にどういうので運用している

のかというのがあるんです。

実はこれにつきまし○矢野地域産業振興課長

ては、国の方、具体的には中小企業基盤整備機

構というところから５億円を県がお借りしまし

て、県がその５億円を財団に融資すると。融資

した５億円の利息でこの事業を行うというシス

テムをとっておりまして、具体的にこの５億円

につきましては、財団の方で商工中金の利付金

融債というものを購入いたしまして、その果実

で対応しているということでございます。

果実資金でしょう。どういう運用○濵砂委員

で、利付債なんですか。

ちょっとお待ちいた○矢野地域産業振興課長

だけますか。

じゃ、それ、後からで結構です。○濵砂委員

もう一点、誘致企業の考え方なんですが、誘

致企業の宮崎県に来る特典としては、我々が聞

いているのは固定資産税の３年間ぐらいの免除

とか、土地保有税の免除とか、そういったもの

なんですが、それ以外に何か特典というのがあ

るんですか。

企業が来るときに県か○吉田企業立地対策監

らということでしょうか。

企業が来るときに、企業に対する○濵砂委員

利点。

企業に対する支援とい○吉田企業立地対策監

うことで考えてよろしいんですね。一応それに

つきましては、県としましては、新規雇用者１

人30万ということで支援をやっています。それ

から、投資につきましても、機械とかの投資を

したときにそれの２％とか４％ということで、

それぞれ要件がありますけれども、投資額割と

いうことでこれも支援をしておるところでござ

います。

他県と比べたらどうなんですか。○濵砂委員

宮崎県は条件はいい方ですか。

いろいろと考えはござ○吉田企業立地対策監

いますでしょうけれども、これには限度額とい

うのがありまして、今申し上げました投資額と

雇用割を足して幾らまでだったらいいというこ

とで限度額というのをつくっておるんですけれ

ども、限度額というのを見たときには、他県と

比べるとちょっと少ないかなという感じは今の

ところ持っているところでございます。
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隣の大分県が県民所得計算で九州○濵砂委員

で断トツ１位なんですよ。これが製造業の企業

誘致の結果だというような分析が出ているもん

ですからね。ですから、宮崎とお隣の大分県を

比べたときに工業の立地条件がよかったのか、

いわゆる雇用確保の面でよかったのか、それと

も、いわゆる企業のほかに利点があったのかな

と思ったものですから、大分県あたりと比べた

らやっぱり違うもんでしょうかね。

大分県は、一応、先ほ○吉田企業立地対策監

ど申しました限度額、これは10億円に設定して

おります。宮崎県は５億円ということでござい

ます。

先ほどの商工中金の○矢野地域産業振興課長

利付商工債券、これは３年から５年物を運用し

ていますが、利率が0.3％から0.75％ということ

でございまして、ちなみに、17年の運用益が260

万1,000円ということでございます。

余り金額としては出ているほどは○濵砂委員

ないということですね。

もう一点、都市計画法の改正なんですが、

ちょっとわからんもんですから。イオンショッ

ピングセンターはこの中でいうとどの区域だっ

たんでしょうかね。用途地域。

市街化調整区域に○矢野地域産業振興課長

入っております。

市街化調整区域だったら、本来は○濵砂委員

原則バツだったんですね。

はい。ただ、20ヘク○矢野地域産業振興課長

タール、条例では５ヘクタールで上乗せしてあ

りますが、大規模開発をする場合につきまして

は、それが認められるということで、市街化調

整区域における大規模開発ということで立地が

可能ということでございました。

何ら問題なく今の改正後でもでき○濵砂委員

ると。

いや、今度は基本的○矢野地域産業振興課長

に市街化調整区域において大規模開発 今まで20、

ヘクタールという……。

簡単に言ってください。今のイオ○濵砂委員

ンショッピングセンターは改正後だったらでき

たんですかということなんですよ。

それはできません。○矢野地域産業振興課長

市街化調整区域は原則だめでございます。

あの時点ならできたと。○濵砂委員

そういうことでござ○矢野地域産業振興課長

います。

了解です。○濵砂委員

委員会資料の３ページの「挑戦す○横田委員

る中小企業への支援」についてちょっとお尋ね

しますけど、技術開発とか商品開発をしようと

いう中小企業の皆さんたちが、この支援事業に

対してたくさん申請されると思うんですが、当

然、どこかで振り分けせんといかんということ

で審査会の中で審査されると思うんですけど、

この審査会はどういう人たちで構成をされてい

るんでしょうか。

審査会のメンバー構成○矢野新産業支援課長

につきましては、宮崎県新事業創出総合支援審

査会というのを設けておりますけれども、メン

バーが宮崎大学の地域共同研究センター、今、

産学連携支援センターという名前になっていま

すけど、ここのセンター長、それから宮崎県知

的所有権センター特許流通アドバイザー、これ

は発明協会宮崎県支部を知的所有権センターに

国が指定してくれていますけれども、そこのア

ドバイザーですね。それから、中小企業診断協

会の宮崎県支部長、宮崎県工業技術センター、

財団が３名、常務理事、プロジェクトマネー

ジャー、それからコーディネーター５名、新産
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、 、 、業支援課長 地域産業振興課長 経営金融課長

以上で構成しておるところでございます。

ちょっと気になったもんですから○横田委員

こういう質問をさせてもらったんですけど、新

しい技術とか商品を開発しようとしている人た

ちが、宮崎県の中心的な企業の商品と利害関係

とかが出てきた場合に、何かその審査の段階で

つぶされてしまうとか、そういうことがもしか

してあるのかなというふうに思ったもんですか

ら、そういうことはないとは思うんですけど、

そこらあたりはどうなんでしょうかね。

審査につきましては、○矢野新産業支援課長

具体的に中小企業新事業活動促進法に基づきま

して、経営革新計画、それから補助金の産学官

連携新技術実用化研究の事業計画などがありま

すけれども、現在は経営革新関連の承認に関す

る審査件数が多いところでございます。審査す

る間、技術的に事業として成り立つか、それか

ら将来的に事業として成り立つだろうかという

ようなところで審査委員は審査を主に行ってい

るところでございます。平成17年度の審査の実

績ですが、12回開催しまして、経営革新関係の

、 。新計画を51件審査しまして 39件承認しました

、 、それから 新しい事業への革新の補助金ですが

これは２件出まして２件、それから集積活性化

補助金というのがありますが、こちらも２件申

請があって採択しているところでございます。

地元の条件とか、融資、技術とか将来性を見込

んだ審査をしているところでございます。以上

でございます。

わかりました。当然、資金的に脆○横田委員

弱な中小企業がそういう申請をされると思いま

、 。すので 公平な審査をお願いしたいと思います

先ほどの濵砂委員の○矢野地域産業振興課長

イオンが市街化調整区域で今度の法改正のもと

で立地できるのかというお問い合わせ、ちょっ

と私、舌足らずでございましたので補足説明を

させていただきますが、基本的に今の法律の中

でイオンについては市街化調整区域の中の開発

行為の中で対応されましたが、そういう対応は

もうできないと。ただ、先ほど長友委員に御説

明いたしましたように、地区計画、そういった

ものを定めて市街化調整区域の中で一定のまち

づくりをしますよというような形の計画ができ

れば、その中の立地は可能ということでござい

ます。

ここに書いてあるように、大規模○濵砂委員

開発を含め原則的にはバツだと、地区計画を定

めた場合に適合するものは丸ということで表示

してあるもんですから、今つくろうとすればで

きるのかということを聞きたかったんです。改

正後に指定をすればできるのかということなん

です。

地区計画をつくった○矢野地域産業振興課長

その中で位置づければ可能ということでござい

ます。

了解です。○濵砂委員

企業誘致対策監の方にちょっとお○徳重委員

尋ねしますが、今回、３社、誘致企業として出

てきておりますが、地元採用はどれぐらいの人

員になっていますか。

それぞれの概要に書い○吉田企業立地対策監

てありますように、雇用予定というところがあ

ると思いますが、ここにあるものが地元の新規

採用ということでございます。

、○徳重委員 それぞれ事業拡大というんですか

一応、新規で入ってこられるわけですが、何年

後にはこれぐらいに事業を拡大していきたいと

いうような計画はそれぞれあるものですか。

それぞれ持っておりま○吉田企業立地対策監
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す。７ページの資料に、18年度の誘致企業一覧

の１番の株式会社ミヤザキのところを見てみま

すと、雇用予定が13ということで、今すぐは13

名なんだけれども、括弧書きで35と書いてある

のは、最終的に35名にしたいということで考え

ておりますので、こういう数字が出てきている

ということでございますが、シーイーシーだけ

につきましては、新しい事業をやるということ

で、人は集まりぐあいを見てということは考え

ているようでございます。

今、コールセンターがいろいろあ○徳重委員

ちこちに出店というんですか、できつつあると

。 、 、思います 県内に今 コールセンターなるもの

福祉サービスに類似するものは何社立地してい

るんですかね。

ただいま10社あるとい○吉田企業立地対策監

うふうに考えております。

これもまだまだふえる可能性があ○徳重委員

ると見ていいんですかね。

コールセンターという○吉田企業立地対策監

、 、 、のは 基本的にいえば ある会社がありまして

それが何か物をつくっているということになり

ますと、その物についての苦情とか問い合わせ

とか、そういうものが最近は多いですね。そう

なると１企業には必ずコールセンターが要ると

いうような状況になりつつありますし、コール

センターが宮崎県に来る一つの大きな要因は、

都会部でコールセンターをつくっていてもこち

らの方でつくっていてもやることは同じだと、

そうすると貸しビル代とか人件費とかが地方の

方が安くつくという感じがありますので、そう

いうことで今後もいろんな企業から我々の方に

問い合わせが来るだろうと今のところ考えてお

。 、 、るところでございます それで宮崎市 都城市

延岡市、この３つは10万以上の都市でございま

すので、ある程度の規模の方でも用意ができる

ということで、この３つにつきましては、重点

的に誘致していきたいなと今考えているところ

でございます。

最後にちょっとお聞きしたいんで○徳重委員

すが、採用予定が35、45、13というようなこと

ですが、製造業になりますとかなりの雇用が見

込まれると思うんですね。誘致の対象も、来て

くれることはどういう小さい企業でも結構なん

ですけど できたら製造業の誘致を積極的にやっ、

ていただけないものかなと。企業団地もたくさ

んあるわけですから、その努力もしていただき

たいと思いますが、そういう動きについてはい

かがでしょうか。

企業の希望はいろいろ○吉田企業立地対策監

ありますので、我々としては、県内を５つに分

けまして、企業立地促進協議会というものを市

町村なり地域の企業なんかも入れて５つの地域

でつくろうと今、考えております。それぞれの

特色に合ったところ、県北なら県北で工業都市

ですので、ある程度は工業、製造業に特化して

いくとか、宮崎周辺でしたら先ほど言いました

ように、コールセンターが結構合うという感じ

で、いろいろその特色をにらみながら、どうい

う企業に来ていただきたいということを戦略的

に考えながら、もちろん製造業は非常に必要な

ものですので、製造業に対しても力を入れて誘

致していきたいと思っております。

支援財団の抜粋のやつの93ページ○権藤委員

の中小企業支援ファンド、これは金額が40億と

いうことで非常に大きいわけですが、６件とい

。うのをもう一度教えていただきたいと思います

６社ほど投資いたしてお○中武経営金融課長

りまして、青島リゾート株式会社、多田産業、

日米商会、ＳＮＡ、イチマル産業、宮崎交通の
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６社でございます。

これはもちろん運営主体は弁護士○権藤委員

さんとか銀行さんとか、そういう方々だと思い

ますが、県の審議という言葉なのかどうかわか

りませんが、運営主体の中への発言の代表者、

これはどういう方がいるんですか。

、○中武経営金融課長 この投資につきましては

ベンチャーが無限責任ということでやっており

ますので、県がそれに対して直接意見を出すと

いうことはできない仕組みになっております。

一昨年だったと思うんですが、２○権藤委員

社に対して20億の枠の増加ということがこの委

員会であったと思うんですが、そのときには、

直接関与ができなくてもお金は一般会計から繰

り入れるということで考えれば、影響という意

味では大変なことなんだと。つぶさに状況がわ

かる形でチェックをし、また報告もしてほしい

というふうに私は述べたつもりなんですが、そ

ういう意味では、冒頭に言ったこの報告書その

ものが十分でないという指摘をしたんですが、

それで、もう一つ、結論的には、利益を出して

償還するというルールだと思うんですが、この

６つの事業について、何年ぐらいたったってま

、だ来ませんよということだろうと思うんですが

それは最初の投資決定時期との関係はどんなふ

うになっていますかね。

、○中武経営金融課長 このファンドのやり方が

投資しまして10年間で回収するということでご

、 、ざいまして 最初に投資したのが平成15年12月

青島リゾートです。それから最後に投資しまし

たのが宮崎交通の平成17年でございますけれど

も、平成15年につくっておりますので、平成25

年度までにはすべて回収するという形になって

おります。

ぽっとその25年度が来るわけでは○権藤委員

ありませんが、しかし、事の推移を見て、今度

は逆に一たん投資した以上は 結果いかんによっ、

ては回収がどうなのかという疑問も大いにある

わけですよね。そこらあたりについては、お金

を出して後お任せしますということでいいのか

なという気がしているんで、６つの投資先につ

、いての経営改善なりの推移というのをもう少し

。県は出しているわけですから報告してほしいと

一生懸命やっているのにつつくとか、そういう

意味じゃなくて、決算期とか、そういうものに

講評を加える形で県民に報告をする、そういう

義務はあるんじゃないかというふうに思うんで

。 、すよ それで冒頭の発言にもなったわけですが

そういうことで報告書と報告時期・内容等につ

いて一層研究をしていただきたいというふうに

思っております。以上です。

ほかにございませんか。○黒木覚市委員長

それでは、請願に移ります。請願第25号につ

いて、執行部から説明はありますでしょうか。

出資法及び貸金業規制法○中武経営金融課長

の改正に向けた最近の状況でございます。

国は、この出資法と貸金業法の検討をするた

めに、昨年 「貸金業制度等に関する懇談会」を、

設置いたしております。その中でことしの４月

に中間報告を出しておりまして、その中間報告

の内容といいますのが 「出資法の上限金利を利、

息制限法の上限金利水準に向け引き下げる方向

で検討することが望ましい」という意見が多数

であったということが出ております。私どもと

、 、いたしましても この中間報告等を受けまして

、 、国などが今 検討いたしておるんですけれども

私どもはこれの動向を注視してまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

執行部の説明がございまし○黒木覚市委員長

たが、何か質疑はございますか。
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利息制限法、一般の市中金利等は○権藤委員

０.何％という、貸す方は別にして、これは現実

に最低は、法律と関係してなくて聞くと失礼な

んですが、今、何％ぐらいなんですか。

利息制限法は、金額によ○中武経営金融課長

りまして決めておりまして、15％から20％の間

で決めております。

金額でね、私が心配するのは少な○権藤委員

い金額を借りる人が高い利息を払うというよう

なことになっていれば、相当に下げてもまだき

、ついということじゃないかと思うもんですから

。数字の枠とかがあればまた後で教えてください

ほかにございませんか。○黒木覚市委員長

そのほか、何かございませんか。

なければ、以上をもって商工観光労働部を終

了いたします。執行部の皆さん、御苦労さまで

した。

暫時休憩をいたします。

午前11時58分休憩

午後１時４分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

説明の前にお礼と御報告を申○藤本土木部長

し上げます。

委員の皆様には、常任委員会の県内調査にお

きまして、河川激特の災害復旧現場や日向地区

連続立体交差事業などを調査いただき、まこと

にありがとうございました。また、先月29日の

平成18年度宮崎県水防協議会におきましては、

、黒木委員長に協議会の委員として御出席を賜り

本年度の県水防計画などにつきまして、御審議

。 。をいただきました 改めてお礼を申し上げます

さて、本年も大雨や台風などの出水期を迎え

ておりますが、先月24日には、社団法人宮崎県

建設業協会と「大規模災害時における応急対策

」 。業務等に関する基本協定 を締結いたしました

これは、地震や台風などによる大規模災害が発

生した際の道路や河川などの応急復旧作業や被

害情報の収集などに関しまして協定を締結した

ものであります。県内の建設業関係者には、こ

れまでも緊急パトロールや災害の応急対策につ

きまして協力をいただいているところでありま

すが 今回の協定締結を機に さらに連携を図っ、 、

てまいりたいと考えております。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す土木部所管の議案等について、概要を御説明

申し上げます。お手元に１枚紙で概要説明の要

旨をお配りいたしております。これをごらんい

ただきたいと思います。

議案につきましては、議案第12号「損害賠償

の額の決定について」であります。

これは、平成17年10月16日、宮崎港マリーナ

施設の航路入り口付近におきまして発生した

ヨットの乗り上げ事故により、船体に損傷を受

けた所有者に対する損害賠償の額を定めること

について、地方自治法第96条第１項第13号の規

定により議決を求めるものであります。

次に、議案以外の報告事項の１点目でござい

ますが、報告事項「損害賠償額を定めたことに

ついて」であります。これは、県有車両による

交通事故及び道路の管理瑕疵に係る損害賠償の

額の決定を専決処分で行ったことについて、地

方自治法第180条第２項の規定により報告するも

のであります。

この報告事項以外で「県が出資している法人

の経営状況について」であります。これは、県
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が出資する宮崎県住宅供給公社などの法人につ

いて、地方自治法第243条の３第２項の規定によ

り報告するものであります。

次の報告事項といたしまして 「平成17年度宮、

崎県繰越明許費繰越計算書」であります。これ

は、平成17年度に議会において御承認いただき

ました繰越事業について、地方自治法施行令

第146条第２項の規定により明許繰越の報告を行

うものであります。

もう一点の報告事項「平成17年度宮崎県事故

繰越し繰越計算書」であります。これは、地方

自治法施行令第150条第３項の規定において準用

します同令第146条第２項の規定により事故繰り

越しの報告を行うものであります。

、 、それから その他の報告事項といたしまして

宮崎県土地開発公社の改革、さらには「一ツ葉

有料道路北線値下げ実験」の結果など５件がご

ざいます。

以上が当委員会で御審議いただきます議案等

でございますが、詳細につきましては、それぞ

れ担当課長から説明させますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。以上でございま

す。

管理課でございます。○後藤管理課長

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用します議

会提出資料は、１つ目が「平成18年６月定例県

議会提出議案 、２つ目が「平成18年６月定例県」

議会提出報告書」の２つでございますが、土木

部関係分だけを抜粋いたしまして お手元の 商、 「

工建設常任委員会資料」にまとめておりますの

で、各課はこの常任委員会資料で説明させてい

ただきます。なお、常任委員会資料は、目次に

各課の説明項目と、その下に議案と報告書の該

当ページを記載しております。

それでは、１ページをお開きください 「平成17。

年度繰越明許費（確定額）状況調」についてで

あります。繰越明許費の繰越額が確定しました

ので、御報告いたします。１ページから５ペー

、 、 、ジにおきまして 繰越額を会計ごと 各課ごと

事業ごとに記載しております。

４ページをお開きください。一般会計の繰越

明許費の確定額は、一番下の土木部合計欄に記

載しておりますように、449億4,642万4,000円で

。 、あります 繰越しの主な理由といたしましては

用地交渉等に日時を要したことや、災害復旧事

業につきましては、国の交付決定時期の関係よ

り工期が確保できなかったことによるものであ

ります。

次に、５ページをごらんください。公共用地

取得事業特別会計の繰越明許費であります。繰

越確定額が４億9,655万9,503円であります。繰

越しの主な理由は、移転先の選定等に日時を要

したことによるものであります。

次に、７ページをお開きください。平成17年

度事故繰越しについてであります。一般会計で

公共土木災害復旧事業が５億2,000万円となって

おります。繰越しの主な理由は、宮崎海岸の赤

江地区等における工事において、高波浪により

仮締切矢板が数回にわたり被災し、その調達に

日時を要したことなどにより工期が不足したこ

とによるものであります。

次に、９ページをお開きください 「損害賠償。

額を定めたことについて」御説明いたします。

。県有車両による交通事故の損害賠償であります

この件につきましては、土木事務所職員の運転

する県有車両が相手方の自転車と庁舎出入り口

。 、で接触したものであります この損害賠償額は

人身及び物件損害料であり、表記記載の金額で

和解契約を締結いたしております。交通事故防



- -27

止につきましては、日ごろから注意を喚起して

いるところでありますが、今後とも、十分指導

してまいりたいと考えております。

管理課は以上でございます。

。○小野用地対策課長 用地対策課でございます

「宮崎県土地開発公社」の状況につきまして

御報告をいたします。

委員会資料の11ページをお開きください。ま

ず 「平成17年度事業報告書」であります。１の、

事業の概要及び２の事業実績であります 平成17。

年度につきましては、国等からの委託による公

有地の先行取得を６件、あっせん事業等を16件

受託しております。また、附帯等事業といたし

まして、宮崎フリーウェイ工業団地の維持管理

を行っております。

次に、12ページをお開きください。３の財産

目録でございます。左側の資産の部をごらんく

ださい 預金 保有地 有価証券などの資産で58。 、 、

億5,485万5,039円となっております。右側の負

債及び資本の部をごらんください。未払金と長

期借入金等を合わせました負債の合計は38

億6,865万7,988円でありまして、正味財産は19

億8,619万7,051円となっております。なお、こ

の財産目録の詳細につきましては、４の貸借対

照表のとおりであります。詳細な説明は省略い

たしますが、この中で右側の負債及び資本の部

の欄の下から３番目の準備金でありますが、当

、 、期 4,752万7,187円の純損失が生じましたため

前期繰越準備金20億372万4,238円から減額して

整理したところであります。

次に、13ページをごらんください。５の損益

計算書であります。右側の収益の部をごらんく

ださい。事業による収益が１億2,524万110円、

有価証券等の利息や宮崎県建設技術推進機構に

派遣しております職員15名の退職給与引当金の

受入額等の雑収益から成ります事業外収益

が2,456万5,997円でありまして、収益合計は１

億4,980万6,107円となっております。左側の費

用の部をごらんください。用地を取得・造成す

るための費用及び用地取得事務に伴う職員の人

件費等から成ります事業原価が１億290万3,743

円、事業原価に費用配分できない役員及び一般

職員の人件費と物件費から成ります販売費及び

一般管理費が7,340万747円、退職給与引当金繰

入額であります雑損失等から成ります事業外費

用が2,057万9,126円、固定資産の除却損等から

成ります特別損失が44万9,678円、合わせまして

１億9,733万3,294円となっております。この結

果、先ほど申し上げましたとおり、平成17年度

は4,752万7,187円の純損失を計上したものであ

ります。これは、公共事業の減少によりまして

あっせん等事業収益が減少したことによるもの

と考えております。

次に、14ページをお開きください 「平成18年。

度事業計画書」であります。１の基本方針につ

きましては、記載のとおり、公拡法に基づきま

して、公有地の取得事業等を実施することとし

ております。

２の事業計画につきましては （１）の公有地、

取得事業としまして２億2,953万3,000円 （２）、

（３）の受託事業としまして9,227万9,000円を

計画しております。

次に、15ページをごらんください。３の収支

計画であります。左側の収入の欄をごらんくだ

さい。収入としましては、各種の事業によりま

して10億2,640万6,000円を予定しております。

右側の支出の欄をごらんください。支出といた

しましては、各事業の実施に伴う事業原価は販

売費及び一般管理費等を計上しておりまして、

科目の欄の一番下にありますが、当期純利益と
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。いたしまして336万1,000円を見込んでおります

これは、人員減や再任用に伴う人件費等の大幅

な削減によりまして、事業原価や一般管理費の

圧縮が図られることによるものと考えておりま

す。

次に、４の資金計画であります。受入資金と

しましては、48億2,280万6,000円を予定してお

ります。支払資金としましては、各事業の実施

に伴う事業費等を計上しております。

土地開発公社の状況につきましては、以上で

あります。

続きまして、委員会資料の17ページをお開き

。「 」ください 宮崎県土地開発公社の改革について

であります。

まず、１の公社改革の背景についてでありま

す。平成16年３月の県議会広域行政特別委員会

報告におきまして 「その存在意義は薄れている、

と考えられるので、同公社を廃止すべき」とい

う提言をいただいております。また、同じく平

成16年３月に示されました宮崎県公社等改革指

針におきましても 「公社の今後のあり方につい、

て、廃止を含めた総合的な検討を行う必要があ

る」という改革の方向が示されております。

これらを踏まえまして、総合的に検討しまし

た結果が２の公社の今後のあり方についてであ

ります。公共事業の減少や地価の下落等により

まして、公有地の先行取得や県の用地取得事業

を補完するという役割は低下している状況にあ

ります。しかしながら、公有地の先行取得及び

あっせん事業等事業につきましては、今後５年

間は一定の事業が見込めるものと考えておりま

す。このようなことから、宮崎県土地開発公社

につきましては、５年後の平成22年度末をめど

に廃止することとしたものであります。

用地対策課は以上であります。よろしくお願

いします。

。○郷田技術検査課長 技術検査課でございます

「財団法人宮崎県建設技術推進機構」の経営

状況について御報告を申し上げます。

委員会資料の19ページをお開きください。ま

ず 「平成17年度事業報告書」についてでありま、

す。当推進機構は、平成12年４月１日に設立さ

、 、れておりまして １の事業概要に記載のとおり

県及び市町村の業務の補完･支援を行うととも

に、県内建設関係業者の技術力の向上と健全な

育成を図るための事業を実施したところであり

ます。

２の事業実績としましては （１）の積算検収、

事業ほか、以下に記載の事業を実施しておりま

す。特に、台風14号等の大規模な災害に伴いま

して、技術職員の不足する町村から職員の支援

、 、要請があり 椎葉村ほか５町村に職員を派遣し

災害の早期復旧に努めたところでございます。

次に、20ページをお開きください。３の収支

計算書についてであります。まず、左の欄の収

入についてでありますが、主なものとしまして

は、事業収入が合計で５億611万円余となってお

ります。収入合計は次の21ページの合計の欄で

ございますが、５億9,397万円余となっておりま

す。次に、支出の主なものについて御説明いた

します。前に返って20ページでございますが、

まず事業費でありますが、全体で４億560万円余

となっております。次に、中ほどから少し下の

管理費であります。全体で8,600万円余となって

おります。この結果、次のページの支出の欄、

下から２行目でございますが、次期繰越収支差

額として9,903万円余を計上いたしております。

次に、22ページをお開きください。４の財産

目録についてであります。まず、左の欄の資産

、 、の部でありますが 流動資産が１億6,890万円余
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固定資産が３億1,530万円余、合計で４億8,421

万円余であります。次に、右側の欄の負債及び

正味財産の部でございますが、流動負債が6,986

万円余でございますので、正味財産は４億1,434

万円余となります。

次に、５の貸借対照表でございますが、ただ

いま御説明いたしました財産目録と内容が重複

いたしますので、説明は省略させていただきま

す。

次に、23ページをごらんください 「平成18年。

度事業計画書」についてであります。

まず、１の基本方針でありますが、ここに記

載のとおり、民間企業の活用が図れない分野に

ついて、県及び市町村の業務の補完･支援を行う

ほか、特に市町村に対する支援業務の強化を図

るとともに、県内建設関係業者の技術力の向上

と健全な育成を図るための事業もあわせて実施

することとしております。

、 。（ ）次に ２の事業計画についてであります １

の積算検収事業ほか、以下に記載の事業を実施

することとしております。

24ページをお開きください。３の収支計画に

ついてであります。まず、左側の欄の収入であ

りますが、事業収入としまして３億5,200万円余

を見込んでおります。これに前年度からの繰越

収支差額9,900万円余を加えまして、次のページ

の合計の欄になりますが、収入の合計は４

億5,100万円余を見込んでおります。次に、支出

についてであります。24ページですが、まず、

事業費としまして２億7,700万円余、中ほどから

少し下になりますが、管理費としまして7,500万

円余を見込んでおります。次に、25ページの下

から２行目ですが、平成19年度への次期繰越収

支差額として9,800万円余を計上いたしておりま

す。以上でございます。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

報告事項は３点ございます。１点目が「宮崎

県道路公社の経営状況 、２点目が「 一ツ葉有」 『

料道路北線の値下げ実験』の結果 、３点目が」

「 国道269号の天満バイパス』の整備効果」で『

ございます。

それでは 「宮崎県道路公社の経営状況」につ、

いて御報告申し上げます。

委員会資料の27ページをお開きください 「平。

成17年度事業報告書」ですが、右側の事業実績

の欄をごらんいただきたいと存じます。料金収

入は一ツ葉有料道路の北線が５億1,300万円余、

南線が９億1,300万円余、小倉ケ浜が5,100万円

余、合計14億7,700万円余となっており、昨年度

に比べ6.6％の増となっております。

次に、28ページ及び29ページをごらんくださ

い。財産目録及び貸借対照表であります。いず

れも、左側の資産の部並びに右側の負債及び資

本の部の合計は、191億6,200万円余となってお

ります。

次に、30ページをお開きください。損益計算

書であります。左側の費用の部並びに右側の収

。 、益の部の合計は15億900万円余であります なお

左側の下から５段目の償還準備金繰入額８

億4,900万円余が当期の利益であります。

次に、31ページをごらんください 「平成18年。

度事業計画書」であります。まず、１の事業の

概要についてでありますが、有料道路の料金徴

収や維持管理業務を行うこととしております。

また、一ツ葉有料道路北線については、利用者

拡大に向けた利用動向調査や料金値下げと料金

徴収期間延長への取り組みを進めることとして

おります。その一環としまして、５月15日から

６月14日にかけまして 料金値下げ実験 を行っ「 」

たところでございます。実験結果の概要につき
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ましては、後ほど御説明いたします。

次に、32ページをお開きください。３の収支

計画と４の資金計画でありますが、いずれも、

収入、支出ともに合計36億3,700万円余となって

おります。

33ページをごらんください。有料道路の交通

量の推移について御説明いたします。グラフは

有料道路の供用開始から年度ごとの日平均の通

行台数の推移を記載しております。一番上の合

計を見ていただきますと、平成８年度までは増

加傾向で推移してまいりましたが、平成９年度

から国道10号北バイパスの供用や東九州自動車

道清武―西都間の供用など、周辺道路の整備や

景気の低迷により減少してまいりましたが、イ

、オンショッピングセンターの開業に伴いまして

平成17年度は増加に転じまして、対前年度比6.2

。 、％の増加となっております 有料道路ごとでは

１つ下の黒丸で表示しております一ツ葉有料道

路南線は8.2％の増加、その下の三角で表示して

おります一ツ葉有料道路北線は5.8％の増加、一

番下の四角で表示しておりますが、小倉ケ浜有

料道路は6.4％の減少となっております。ごらん

のように、平成17年度の通行料は増加に転じま

したが、道路公社の平成17年度末現在の未償還

額は73億円余でございまして、経営環境は厳し

いものがありますので、引き続き増収対策や経

費の削減に努めますとともに、今後、公社等改

革指針を踏まえ、経営改善に取り組んでまいり

たいと存じます。

次に、34ページをお開きください 「 一ツ葉。『

有料道路北線値下げ実験』の結果」の概要につ

きまして御報告いたします。

、 、この実験は １の実施期間にありますように

５月15日の月曜日から６月14日の水曜日まで

の31日間にかけて実施いたしました。

２の実験結果の概要の①の利用状況等の表で

ありますが、実験期間の状況を平成18年度の欄

に、また、前年の平成17年度の同じ月の同じ曜

日の状況を平成17年度の欄に記載し比較してお

。 、ります 実験期間中の通行台数は17万5,033台で

１日平均では5,646台、前年比では136.4％と増

加しております。料金収入については、3,146

、 。万8,000円で 前年比で77.4％となっております

２の日平均交通量の状況でございますが、平日

の交通量は5,429台で、前年比136.2％の増加と

なっており、土・日では6,272台、136.9％の増

加となっております。３の時間帯別利用状況で

すが、朝夕の通勤時間帯を初め昼間帯での利用

がふえております。④の車種別利用状況であり

ますが、実験期間中も平成17年度も普通車の利

用が全体の約７割と最も多い割合を示しており

ます。また、前年と比較しますと軽自動車等の

利用が大きく伸びております。

この実験結果を見ますと、一ツ葉有料道路北

、 、線の利用者が36.4％増加しており このことは

料金値下げにより有料道路の利便性が向上しま

して、利用促進につながった結果と考えており

ます。今後、実験後の交通量の調査や利用者等

、へのアンケート調査などを行ってまいりますが

そうした調査を含めまして、今後、将来交通量

の推計や道路公社の経営への影響等に関しまし

て詳細な分析を行い、一ツ葉有料道路の料金見

直し等の検討を行ってまいりたいと考えており

ます。

次に、35ページをごらんください 「 国道269。『

号天満バイパス』の整備効果について」でござ

います。

国道269号天満バイパスがことしの３月27日に

開通いたしました。当バイパスは、宮崎市中心

市街地の交通渋滞の緩和等を目的としており、
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開通前と開通後における主要交差点や走行ルー

トでの交通実態調査を実施した結果、既設の橋

梁付近の交差点における渋滞緩和が図られまし

た。

２の整備の効果であります。まず、①の橘橋

等の交通量減少であります。新たに天満橋が開

通しましたことで、大淀川を渡ります既存の大

淀大橋や橘橋、高松橋、宮崎大橋の朝７時から

夕方７時までの交通量が減少しております。具

体的なデータを表で示しておりますが、特に、

天満橋の直近上下流に位置します橘橋と高松橋

におきましては、開通前交通量に対し、開通後

の交通量はマイナス5,900台、マイナス3,600台

と大きく減少しております。各橋の交通量につ

きましては、次の36ページに開通前後の比較を

示しております図面とかグラフの資料をつけて

おりますので、参考に御参照いただきたいと思

います。次に、②の時間短縮であります。朝の

ピーク時の８時台の宮崎市周辺部（南西部）か

ら大淀川を渡り宮崎市中心市街地に至るルート

の所要時間が短縮されております。例えば、清

、武町中心部から橘橋を経由しデパート前までは

開通前は43分であったところが、開通後は半分

以下の20分となりまして 23分の時間短縮となっ、

ております。また、大塚台から高松橋経由でデ

パート前までは 開通前は33分であったものが14、

分となり、19分の時間短縮となっております。

現在、天満バイパスに続き、国道269号加納バ

イパスの平成19年度の完成供用を目標に整備を

進めておりまして、さらに渋滞緩和が図られる

ものと考えております。以上でございます。

。○黒木道路保全課長 道路保全課でございます

「損害賠償額を定めたこと」につきまして、

地方自治法第180条第２項の規定に基づき御報告

いたします。

お手元の委員会資料の37ページをお開きくだ

さい。道路保全課の報告分は３件でございまし

て、発生日及び発生場所につきましては、左の

欄に記載のとおりであります。

事故の内容につきまして御説明いたします。

まず、一番上の安全施設不全事故でございます

が、これは、張り出し歩道の鋼板を支える鉄骨

が劣化していたため、歩道の鋼板が外れて歩行

中の被害者が落ち、肩及び腰を打撲し、持って

いた携帯無線機が故障したものであります。２

番目の側溝ぶた不全事故でございますが、これ

は、小型トラックで走行中、道路を横断する側

溝のグレーチングぶたをはね上げ、車両の下部

を損傷したものであります。３番目の看板衝突

、 、 、事故でございますが これは 自動車で走行中

、県の設置した立て看板が強風にあおられて飛び

車両の前の部分に当たり、バンパー等を損傷し

たものであります。

これらの事故に関し調査しました結果、県に

道路管理瑕疵があると判断し、それぞれの右の

欄に記載しております金額で和解契約を締結し

たものでございます。損害賠償の総額は35

万5,061円でありまして、すべて道路賠償責任保

険の契約を結んでおります保険会社から支払わ

れます。

事故の説明は以上でありますが、道路の安全

性を確保することは道路管理上最も重要なこと

でありますので、日ごろより、計画的な道路パ

トロールに努め、道路の安全確保に万全を期し

てまいりたいと存じます。

道路保全課からは以上です。

港湾課でございます。○河野港湾課長

港湾課からは議案１件、報告事項１件でござ

います。

お手元の委員会資料の39ページをお開きくだ
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さい。まず、議案第12号「損害賠償の額の決定

について」であります。議案書では29ページに

掲載されておりますが、委員会資料で説明させ

ていただきます。

１の損害賠償の概要についてであります。宮

崎港マリーナ施設航路入り口付近において発生

したヨット乗り上げ事故について、船体に損傷

を受けた所有者との間で損害賠償に関する和解

が調ったものであります。

２の事故の概要についてであります。平成17

年10月16日、下から３行目になりますけど、５

の損害賠償の相手方に記載しております兵庫県

在住の小中守さんが、ヨットで油津港を早朝出

航し細島港へ向けて航行中、風が強くなってき

たので、宮崎港マリーナ施設に入港しようとし

たところ、航路入り口付近が浅くなっていたた

め乗り上げたものです。この事故によりヨット

のラダー（かじ）の破損、エンジンに砂が入り

込むなどの損害が発生したところです。なお、

相手方にけが等はありませんでした。

３の損害賠償の理由についてであります。水

深３メーターと設定しました宮崎港マリーナ施

設の航路の入り口付近が、台風20号のうねり等

の影響により砂が堆積し、１メーター前後と浅

くなっておりましたが、航行を規制しておりま

せんでした。このように航路としての水深が確

保されておらず、航行の規制を行うなどの適切

な対策を講じていなかったことが事故の原因で

あり、港湾管理者である県に責任があると判断

したものであります。なお、海上保安部が事故

調査を行っておりますが、船主の操船ミス等の

過失は認められておりません。

４の損害賠償額についてであります。損害賠

償額は船体の修理費等として370万3,840円であ

ります。なお、相手方とは損害賠償について５

月11日に和解仮契約書を締結しているところで

あります。

６の予算措置についてであります。損害賠償

金については、予備費から充当する予定として

おります。

最後に、今回の事故では被害者の方に大変御

迷惑をかけたところであります。この事故を教

訓としまして、港湾の安全管理の徹底になお一

層努めていきたいと考えております。

次に、報告事項であります。委員会資料の41

ページをお開きください みやざき臨海公園 サ。「 『

』 」ンビーチ一ツ葉北ビーチ のオープンについて

であります。

１の概要であります。宮崎港のみやざき臨海

公園は、マリーナや多目的広場を有する「サン

マリーナ宮崎」と、海水浴やマリンスポーツ等

が楽しめる「サンビーチ一ツ葉」で構成される

海洋性レクリエーションの拠点となる施設であ

り、県民の憩いの場、活動の場、観光スポット

として広く利用されることを目的に整備を進め

てまいりました。今回、マリンスポーツ等の場

であります「サンビーチ一ツ葉北ビーチ」が来

月完成いたしますことから、北ビーチにおきま

して、オープニングイベントを開催し、当公園

の一層のＰＲを行い、利用促進を図ることとい

たしました。なお、北ビーチが完成することに

よりまして、みやざき臨海公園のすべての施設

が完成いたします。北ビーチの施設であります

が、バーベキュー広場やスポーツコート、管理

棟、駐車場等を整備しております。なお、バー

ベキュー広場の利用につきましては、事前に予

約をいただくことにしております。次の43ペー

ジをごらんください 図面の左側にバーベキュー。

広場、管理棟など、施設の位置を示しておりま

す。
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前の41ページにお戻りください。２の北ビー

チオープニングイベントについてであります。

７月23日（日曜日）に北ビーチにおきまして、

約200名の方に参加していただき、イベントを開

。（ ） 、催いたします ３ 内容についてでありますが

記念式典を開催した後、オープニングイベント

を行います。具体的には、水域部分におきまし

て、県のセーリング連盟やカヌー協会等の御協

力により、ヨットのデモンストレーションやカ

ヌーの体験講座を実施いたします。また、陸域

部分におきましては、バスケット協会等の御協

力により、デモンストレーションを行うほか、

地元の小学生を招待し、砂浜でのドッジボール

を楽しんでもらいたいと考えております。イベ

ント終了後は参加者全員でビーチの清掃を行う

こととしております。

このイベントを皮切りに、みやざき臨海公園

がこれまで以上に県民に親しまれる施設になり

ますよう、今後とも、ＰＲや利用促進に取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。

。○藤村都市計画課長 都市計画課でございます

報告事項 「 まちづくり三法』の改正につい、『

て」であります。

委員会資料の45ページをお開きください。資

料の１の法改正の趣旨と２の対象法律につきま

しては 午前中に商工観光労働部より説明があっ、

、 。たかと思いますので 省略させていただきます

それでは、３の都市計画法関連の主な改正内

容につきまして、御説明いたします。

まず （１）の大規模集客施設に係る立地規制、

についてであります 「まちづくり三法」改正の。

背景となりました都市機能に対する影響が大き

いと考えられる１万平方メートルを超える大規

模集客施設の立地について、これまで認めてい

た６用途地域から、商業地域、近隣商業地域及

び準工業地域の３用途地域に限定するものであ

ります。また、同じ趣旨から、非線引き都市計

画区域や準都市計画区域の用途の指定のない区

域におきましても、同様に立地できないことと

されたところであります。資料の右側のページ

に改正前と改正後における大規模集客施設に関

する規制内容を図と表であらわしております。

表題の下に米印で書いておりますが、大規模

集客施設とは、１万平方メートルを超える店舗

や飲食店、映画館等の施設となっております。

上の図でありますが、左側に改正前の状況を、

右側に改正後の状況を示しておりまして、ここ

では線引き都市計画区域を想定して作成してお

ります。なお、その中で、緑色や青色等で着色

された部分は大規模集客施設が立地できること

を示しており、白い部分は立地できないことを

示しております。また、図の中の色分けは、下

の表の地域ごとの色分けと同じものとなってお

ります。改正前と改正後を比較すると、大規模

集客施設が立地できない白い部分が拡大してい

ることがおわかりいただけると思います。

下の表をごらんいただきますと、左側の改正

前は青で着色している第二種住居地域以下、準

工業地域までの６用途地域と緑色の用途の指定

のない区域以下に丸印をつけておりますが、大

規模集客施設が立地可能であることをあらわし

ております。一方、右側の改正後は、丸印また

、 、は三角印がついている近隣商業地域 商業地域

準工業地域と、都市計画区域及び準都市計画区

。 、域外の地域でのみ立地が可能となります なお

一番下に記述しておりますが、準工業地域につ

きましては、中心市街地活性化法の関係で立地

規制が厳しく取り扱われることもございますの

で、三角印としております。
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次に、左側のページに戻りますが （２）の用、

途を緩和する地区計画制度の創設についてであ

ります。この制度は、大規模集客施設の立地が

規制された地域において立地を可能とする緩和

制度であります。右側下の改正後の表を見てい

ただきますと、立地の規制がされた３用途地域

及び用途の指定のない区域等でバツ印の後ろに

ただし書きとして「地区計画で可能」と書いて

おりますのは、市町村が定める用途を緩和する

地区計画制度を適用すれば大規模集客施設の立

地が可能になるという意味であります。

次に （３）の準都市計画区域制度の拡充につ、

いてであります。準都市計画区域といいますの

は、これまで都市計画区域の外において、イン

ターチェンジ周辺などで開発が予想され、規制

をする必要がある区域を限定して市町村が定め

。ることができるとされていたところであります

今回、この準都市計画区域の指定について、市

町村をまたぐような広範囲に指定することがで

きるとともに、その指定を県が行うこととされ

たものであります。右の図で御説明いたします

と、赤色の２点鎖線で囲った区域が準都市計画

区域をあらわしておりますが、改正前は限られ

た区域にのみ指定できましたが、改正後は都市

計画区域の外側を広く取り囲む形で指定するこ

とが可能となります。なお、準都市計画区域を

指定することで大規模集客施設の立地が規制さ

れることになります。

続いて （４）の開発許可制度の見直しについ、

てであります。開発許可制度の見直しにつきま

しては大きく２点ありまして、１つは、これま

では開発許可の手続が不要とされておりました

特別養護老人ホームなどの社会福祉施設や病院

などの医療施設、そのほか学校等の公共公益施

設が開発許可の対象とされたものであります。

もう一点は、市街化調整区域において、これま

で20ヘクタール以上 本県の条例では５ヘクター、

ル以上でございますが、計画的な大規模開発に

ついては認められておりましたが、改正法では

この制度が廃止されたものであります 右のペー。

ジの下の表の市街化調整区域の欄、水色の部分

でございますが 改正前はただし書きとして 計、 「

画的大規模開発の場合は可能」と書いてありま

す。これが改正後はなくなるわけであります。

ただし、改正後におきましても、市町村の地区

計画制度を活用すれば開発を行うことが可能と

なります。

続いて （５）の都市計画提案制度の拡充につ、

いてであります。これは、今まで都市計画の案

を提案することができる者として、地権者また

はＮＰＯ等の法人のみとしていたものを、民間

の事業者等も提案ができることとした改正であ

ります。

最後に、４の施行時期についてであります。

施行の時期については、こちらに書いておりま

すように、法律の公布後３カ月から１年６カ月

以内に施行されることとなっており、具体的に

はことし８月末ごろから来年11月末ごろまでに

施行されると思われます。

以上で「まちづくり三法」の改正についての

説明を終わらせていただきます。

。○江川建築住宅課長 建築住宅課でございます

「宮崎県住宅供給公社」の経営状況について

御報告いたします。

委員会資料の46ページをお開きください。ま

ず 「平成17年度事業報告書」についてでありま、

す。

１の事業概要であります。宮崎市にございま

す県立看護大学と一体的に開発を行いました

キャンパスタウンまなび野及び倉岡ニュータウ
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ンにおきまして、一般分譲住宅や宅地を分譲す

るとともに、賃貸住宅の管理業務等を行ったと

ころであります。

２の事業概要につきましては、中ほどの表で

ございますが、①分譲事業、②賃貸管理事業、

③その他の事業のそれぞれが事業実績欄に記載

のとおりでございます。

次に、47ページをお願いいたします。３の財

産目録であります。左側の資産の部と右側の負

債及び資本の部のそれぞれの合計が、一番下で

ございますが、96億7,820万円余となっておりま

す。

次に、右の48ページの４の貸借対照表でござ

いますが、内容につきましては、財産目録と同

じでありますので、説明は省略させていただき

ます。

次に、49ページをお開きください。５の損益

計算書であります。平成17年度に行いました分

譲事業、賃貸管理事業、その他の事業を合わせ

ました事業利益は 一番下でございますが 2,323、 、

万円余の黒字となっております。次に、50ペー

ジをごらんください。先ほどの事業利益に事業

、以外の経常的及び臨時的な損益を加味しますと

一番下の欄でございますが、当期利益は６

億8,211万円余の黒字となっております。

次に、51ページをお願いいたします 「平成18。

年度事業計画書」であります。まず、１の事業

概要であります。昨年と同様、キャンパスタウ

ンまなび野と倉岡ニュータウンにおきまして、

住宅の分譲と宅地造成を行うとともに、管理住

。宅の管理業務等をあわせて行う予定であります

２の事業計画につきましては、表に記載のと

おり、分譲事業、賃貸管理事業、その他の事業

を予定しております。内容につきましては、表

右側の欄に記載しているとおりでございます。

次に、52ページをごらんください。平成18年

度の収支計画及び資金計画であります。１の収

支計画につきましては、表の一番下でございま

すが、当期利益を７億1,851万円余と見込んでお

ります。２の資金計画につきましては、収入及

び支出がそれぞれ41億6,230万円余となっており

ます。以上であります。

執行部の説明が終わりまし○黒木覚市委員長

たが、暫時休憩いたします。

午後１時55分休憩

午後２時１分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

それでは、議案関係、報告事項も含めて質疑

はございませんか。

まちづくり三法の資料、○中野 明副委員長

５ 都市計画提案制度の拡充 これをもうちょっ（ ） 、

と詳しく説明してもらえんですか。

都市計画につきまして、○藤村都市計画課長

これまで、そこに書いてございますように、土

地所有者でありますとかＮＰＯ法人等につきま

しては、都市計画の案を提案できることになっ

ておりました。例えば、ここにこういう都市計

画決定したらどうかとか、そういう提案をする

ことができるようになっておりましたが、その

提案できる者の中に民間事業者等が追加された

ということでございます。

何か今までそういうので○中野 明副委員長

、 。採択された事例があるんですか 宮崎なんかで

具体的に提案されたとい○藤村都市計画課長

うのは特にないかと思いますが。

もう一つ、今の資料の○中野 明副委員長

（２）地区計画制度、これは知事が許可するわ

けですか。そこの辺の手続的なやつ。

地区計画制度につきまし○藤村都市計画課長
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ては、市町村の都市計画決定に知事が同意しま

して……。

関連して、今の（４）の都市計画○長友委員

法の改正内容、これをもうちょっと具体的に説

明をしてもらえませんか。

開発許可制度の見直しと○藤村都市計画課長

いうことで、これまで、そこにございますよう

に、社会福祉施設とか医療施設とか学校等の公

共公益施設につきましては、開発許可の対象外

とされておりました。それが、今回は開発許可

が必要になったということでございます。

それと、これまで市街化調整区域におきまし

ては、法律では20ヘクタール以上で、宮崎県条

例では５ヘクタール以上になっておりますが、

計画的な大規模開発につきましては例外的に認

められていたところでございますけれども、こ

れの条項が削除されたと、なくなったというこ

とでございます。

ということは、社会福祉施設、医○長友委員

療施設、また学校等の公共公益施設、これは市

街化調整区域であっても許可があればまだでき

るということですかね。

。○藤村都市計画課長 そのとおりでございます

開発許可を受ければできるということでござい

ます。

それから、その次の市街化調整区○長友委員

域においてこれまでが認められていた20ヘク

タール、あるいは県条例で５ヘクタールなんで

すけれども、計画的大規模開発、これは認めな

いこととされたということですけど、さっきの

説明の中で地区計画ですか、これがあった場合

には云々というような話があったか何か、そう

いう話をちょっと聞いたような気もしたんです

けれども、これは、地区計画なるものが市町村

でなされた場合には、この５ヘクタール以上の

大規模開発というのはできるのかどうか、それ

をちょっと教えてください。

市町村におきまして地区○藤村都市計画課長

計画制度が都市計画決定されますと、もちろん

知事の同意が要るんですけれども、そのもとに

おきましては、こういうものもできてくるとい

うことでございます。

確認ですけれども、じゃ、県は、○長友委員

そういうのを市町村が計画をして出すというよ

うな場合にはサポートする立場にあるというこ

とで理解していいんですかね。

市町村がこういう都市計○藤村都市計画課長

画を決めるときに、県知事の同意が必要という

ことでございまして、そのときに周辺市町村の

意見等も聞きながら、そういったものが適切か

どうかというのを判断していくということも必

要になってくるかと思っております。

要望しておきますけれども、いつ○長友委員

も私の言う意見なんですが、まちづくり三法が

、 、改正されるというのは 大規模店なんかが出て

そして中心市街地が空洞化したというのが一番

の原因だったと思うんですよね。中心市街地が

活性化されないことにはなかなか大変だという

ことで、これはぜひ必要なことだと思いますけ

れども、一方、市街化調整区域も商店街なんか

が集積しているところがあるんですよね。そう

、いうところを中心にある程度の利便性というか

そういうものが集中してくると、周辺の農家も

巻き込んで非常に活性化されていくんですよ。

そういうこともありますので、ある程度のその

地域地域の発展が認められないと、一番困って

いるのは、全体的に少子化・人口減社会という

のになっています。また、高齢化社会というの

になっておりますけれども、小学校の子供の数

の推移等を見てもらってもわかるんですけれど
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も、非常に衰退してきているんですよね。そう

いうところに例えば住宅供給公社あたりが開発

をして、100世帯なり200世帯なりぐらい加わっ

てくると、そこの活性化というのは全然違って

くるんですよ。そういう手法がなくなるという

ことになってきますと、非常に経済的な効果と

かいろんなこともひっくるめて、格差がまた市

街化区域の街の中と調整区の間でできてくると

いうこともありますので、要望として申し上げ

ておきますけれども、そういう市町村やらの動

、 、きといいますか そこ辺あたりもよく見ながら

バランスのある発展といいますか、そういうの

に十分サポートをしていただきたいなというふ

うに要望申し上げておきたいと思います。

確認です。先ほど、商工観光労働○濵砂委員

部の方で話をしたときには、イオンショッピン

グセンターの建設当初にいろいろな周辺市町か

ら反対があったんですよ。宮崎市の市街地の方

からも反対がありました。ただ、宮崎市は準中

核市になっていますから、大規模開発が市の段

階で任意におろされるから、県から制約できる

ものは何もありませんということだったんです

が、今後、今、この話を聞きますと、地区指定

をしても知事の同意が必要ということになるわ

けですね。ということなれば、例えば、郊外で

また大型店舗が進出してくる、市街化調整区域

であった、そこに建設の予定がなされたとした

場合、知事が同意をしなければできないという

ことになるんですかね。

おっしゃるとおりでござ○藤村都市計画課長

いまして、市町村が大型店舗をそこに立地させ

るための都市計画の変更をするということを考

えたときに、それに対して知事の同意が必要と

いうことでございます。そのときには周辺の市

町村の意見等も聞きながら県知事として判断し

ていくということになります。

もう一回確認ですが、そうなれば○濵砂委員

今後、郊外に大型店舗が進出をしてくる計画が

出てきた時点で 「いや、県としてはそれは同意、

できません」ということであれば出店はできな

いということになるんですね。

おっしゃるとおりでござ○藤村都市計画課長

います。

じゃ、前回であったら、今の新法○濵砂委員

であれば大型店舗の進出については状況が変

わった可能性もあったということですよね、法

律的には。そうですね。了解です。

マリーナの損害賠償についてです○横田委員

けど、この件はマリーナの管理者である県が支

払うのは当然だと思うんですけど、問題は砂の

堆積だと思うんですが、この砂の堆積というの

はこれまではなかったものなんですか。

マリーナの入り口の砂の堆積○河野港湾課長

の件でございますけれども、マリーナ入り口に

つきましては、平成14年から砂が堆積をしてお

りまして、14年から維持しゅんせつを行ってお

ります。

これは予想ですけど、多分、佐土○横田委員

原の石崎海岸とか大炊田海岸の砂とかが流れて

きているんじゃないかなと思うんですけど、石

崎海岸、大炊田海岸の侵食防止の工事が終わら

ないと、これはいつまでたってもずっと続くと

いうことになりますよね。何か抜本的な解決策

とかは考えておられるんでしょうか。

港の中のマリーナの抜本的な○河野港湾課長

対策ということでございます。マリーナの航口

の埋塞対策といたしましては、港内に流入する

砂の量を抑えるということが必要になってまい

ります。現在、住吉海岸技術検討委員会におき

まして、海岸への侵食対策の検討がなされてお
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ります。この対策の検討結果も考慮に入れなが

ら、マリーナ利用者等の意見も聞きながら、対

策といいますか、マリーナの航口に砂がたまら

ないような対策を検討していきたいというふう

に考えております。

今のところ、これといった対策と○横田委員

いうか、それはないわけですね。

港湾計画上におきましては、○河野港湾課長

人工ビーチの北側の方に防砂堤という計画をし

、 、ておりますけれども 先ほど言いましたように

隣接します住吉海岸技術検討委員会の中で検討

されておりますので、その検討結果も考慮に入

れながら、それからマリーナ利用者等の意見も

聞きながら対策を検討していきたいというふう

に考えております。

ちょっと補足を申し上げます○藤本土木部長

けれども、住吉海岸等はもう御存じのとおり、

大規模な海岸侵食ということがございまして、

抜本的に対策を講じなければ、今、県がやって

おります保全事業は年間２億4,000～２億5,000

万円ぐらいの事業ペースでやっておりまして、

いつまでたっても効果が出ないということで、

実は先ほど港湾課長が申し上げましたが、検討

、委員会でいろんな工法が提案されておりまして

それに基づきまして、突堤を出すとか、あるい

は養浜するとか、そういう内容になっているん

ですけれども、これ、規模が非常に大きくなる

ということで、実は18年度の新規事業というこ

。 、とで国が直轄でやっていただくと これは昨年

国交省に要望したんですけれども、事業規模が

直接的な工事だけで300億、それから向こう50年

間ぐらい養浜をやっていかないといけないとい

うことで、規模が余りにも大き過ぎるというよ

うなことが財務省との協議の中でありまして、

実は18年度は採択をされておりません。そこ辺

の工法関係を今、国交省の方で、私どもも入っ

て見直しをしておる段階でございますが、これ

はまた19年度も国の直轄事業ということで要望

をしていくと。これが採択されまして実施され

る段階になりますと、今のマリーナとか宮崎港

の入り口とか含めた抜本的な海岸保全、あると

ころでは堆積という状況もあるわけですけど、

こういうことの解決方向が見えてくると、そう

いうふうに思っておりまして、県といたしまし

ては、住吉海岸、一ツ瀬川河口、大炊田海岸等

まで含めた、そこのところの直轄事業化を今、

お願いしているところでございます。以上でご

ざいます。

わかりました。○横田委員

宮崎県建設技術推進機構のことで○徳重委員

ちょっとお尋ねしますが、理事さん、役員の方

は何人いらっしゃるんですか。

。○郷田技術検査課長 理事は12名でございます

わかっていれば名前を教えていた○徳重委員

だけないですか。

理事長鈴木和俊、常務理○郷田技術検査課長

事が田中哲郎、渡辺安夫、非常勤の理事といた

しまして、当委員会の委員長をされております

黒木覚市委員長、延岡市長の首藤市長、綾町長

の前田町長、椎葉村長の椎葉村長、弁護士の野

崎弁護士、宮崎大学の中澤教授、建設業協会の

山本協会長、測量設計業協会長の志多協会長、

建築設計事務所協会長の松本協会長、以上でご

ざいます。

こんなことを聞いていいかどうか○徳重委員

わかりませんが、3,143万9,987円という役員報

酬ですね、これ、俸給みたいな形になっている

のか、あるいは理事会、役員会等の出席のとき

の報酬になっているのか、そこ辺をちょっと教

えてください。
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すみません。ちょっと時○郷田技術検査課長

間をいただきまして……。

、 。○徳重委員 それでは よろしくお願いします

一ツ葉有料道路北線値下げ実験の結果につい

てでございますが、この結果をどのように受け

とめていらっしゃるのか、我々ではなかなか見

当がつかないわけですね。今後の方向づけ、今

からいろいろ検討されると思いますが、１カ月

という余りにも短い期間での結果、これをその

まま採用するのか、どういう考え方を持ってい

らっしゃるのか。

一ツ葉有料道路北線の値○荒川道路建設課長

下げ実験についてでございます。１カ月ほどで

はございましたけれども、この数値を今後どの

ように使っていくかということでございますけ

れども、私どもとしましては、基本的には、交

通量が36％増という数値が出ております。この

ようなことからしますと、料金が、例えば普通

車ですと370円のところが200円という非常に利

便性がよかったんじゃないかなというふうに評

価しております。そういうことから、料金の値

下げというのと、値下げしますと当然、料金徴

収期間も考えざるを得ないんですけれども、そ

ういった方向で、36％増ということからしまし

て、利便性の向上、周辺の道路へ与える影響、

その辺も考えますと、やはり料金値下げ、そし

て料金徴収期間の延伸、そういったものを今後

検討していくべきではないかというふうに考え

ております。以上でございます。

期間を考えても、５月15日から６○徳重委員

月14日と、ゴールデンウィークも外れたちょっ

とゆっくりした期間かなと思いますし、今おっ

しゃいますように、県民の利便性、そしてせっ

かくつくった道路が県民に愛されるということ

やら考えると、ぜひ、これは早急に実現をして

、 、ほしいなと思うんですが めどというんですか

いつごろから試行期間じゃなくて実際やるとい

うような時期的な目標は考えていらっしゃいま

すか。

めどをということでござ○荒川道路建設課長

いますけれども、現在、こういう実験を５月か

ら６月に向けてやりました。この１カ月につき

ましては、１年間を通じて大体安定的な交通量

のところをということで５月の１カ月間を選ん

だわけでございます。それで将来の交通量とい

うのを推計するのがやはり経営上も非常にいい

ものですから、そういった時期を選んでおりま

す。今後のめどとしましては、料金の値下げと

か、それから徴収期間の延伸というものにつき

ましては、国への協議があります。その前にま

た県の中でも十分議論をしないといけないわけ

ですけれども、国への協議がありまして、そこ

で十分な説明をする必要がございます。ですか

ら そういったものの資料を今後きちんとつくっ、

ていく必要があると思っております。できるだ

け早い時期にそういうふうな資料をそろえまし

て、国への協議を進めていきたいというふうに

思っております。以上でございます。

関連ですが、広瀬バイパスの工事○濵砂委員

をやっていますよね。今の話では、料金値下げ

と料金徴収期間、平成22年ということで当初は

計画されていますよね。それまでに広瀬バイパ

スの開通をして、10号と219号と一ツ葉有料道路

のつなぎ込みということで当初は計画されてい

たんですが、この前の新聞では、城倉理事長は

延期もやむを得んかもしれんというような新聞

の報道があったんですよ。インタビューだった

か何かちょっとわからないんですが。これは延

。期するということの前提に話になったんですか

というのが、前にこれは前知事が公言されてい
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るんですよ。これをつなぎ込んで、将来、無料

化するんだと、徴収期間は22年だというような

、 。話があって かなりの人が聞いていますからね

これがここで延長だよと頭から出てくるという

ことになると、十分協議をなされてそういうも

のが出てこないとまずいんじゃないかなと思う

んですが、どんなでしょうか。

委員がおっしゃいました○荒川道路建設課長

ように 一ツ葉有料道路につきましては 平成22、 、

年が償還期限というふうになっております。こ

れにつきましては、実験を始める前からも、そ

のような期限があるけれども、無料開放するの

か、それとも料金値下げというのかわかりませ

んけれども、そういう料金徴収期間を延伸する

のか、県費をつぎ込んで未償還額を払うのか、

それとも道路利用者がこのまま延伸しまして

払っていくのか、そういったところをアンケー

ト調査をしましたところ、大体６割の方が道路

利用者の方で払っていくべきではないかという

結果が出ております。今回の実験につきまして

も、１カ月間やりましたけれども、その中でも

アンケート調査をまたやりまして、いろんな角

度から県民の皆様に聞いております。そういっ

たアンケートを今後また分析することになると

思いますけれども、現時点におきましては、料

金値下げをしながら、やはり道路利用者の中で

払っていくということになりますと、期間の延

。伸というのが出てくるということでございます

これにつきましては、今後また議論する必要が

あるというふうに思っておりますけれども、私

どもとしましては、そういった方向で考えてい

。かざるを得んかなというふうに思っております

以上でございます。

県内全域から見たら道路利用者が○濵砂委員

負担すべきだという考え方かもしれないんです

が、一方、地域振興から見ると、あの道路を利

用することによってかなりの時間短縮になると

いうものも出てきますので、広瀬バイパスが完

成すれば利用者はかなりふえてくると思うんで

すよ。だから、その辺も一緒に含めて十分協議

をいただきたいと思います。料金値下げで交通

量がずっと上がってくれば早く償還もできるわ

けですし、できたら22年をめどに、早目にでき

ればそれだけ利用者はふえるということになり

ますから、総合的にまた考えて判断していただ

きたいと思います。

今、委員の方からありま○荒川道路建設課長

したように、広瀬バイパス、これにつきまして

も、現在私どもの方で着手をしておりまして、

促進に向けて一生懸命頑張っておるところでご

。 。ざいます 今後ともよろしくお願いいたします

先ほどの徳重委員からお○郷田技術検査課長

尋ねの役員報酬の件ですが、常勤理事３人の給

料や手当ということになっております。

、○徳重委員 常勤理事はわかるんですけれども

理事会日当はこの中に入っているんですか。

もうしばらく時間をいた○郷田技術検査課長

だきます。

資料の34ページ、一ツ葉○中野 明副委員長

有料道路、さっきの件ですけど、私、これ、何

の実験かなと。いわゆる値下げして、台数がふ

えて収入がふえれば即実行でいいかなと思うん

ですけど、１日平均30万ぐらい減っているとい

うことですよね。この１カ月間の実験期間、そ

の前の値下げしますよという周知期間というの

はどれぐらいあったんですかね。その周知方法

も。

今、委員のおっしゃいま○荒川道路建設課長

したように、実験をする段におきまして、我々

が一番心配しましたのが、やはりＰＲといいま
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すか、周知をする、県民の皆様に知っていただ

くということが一番重要なところかなというふ

うに思っておりました。そういうことで新聞と

かテレビ、マスコミ、その辺にお願いしました

し、それからラジオ等におきましてもお願いし

ましてＰＲに努めたところでございます。５月

からでございますから、３月、４月ごろからそ

ういったことでＰＲに努めまして、その結果と

いいますか、おかげによるのかなというふうに

も考えております。以上でございます。

いただいた資料の４ページ、繰越○権藤委員

明許費のところなんですが 高速道対策局がやっ、

ている事業というのが明許繰越で６件ほどある

ということなんですが、これは一部は推測でき

る部分もあるんですが、どういう事業件名で、

その後、例えば事業が完成した後には西日本高

速道路株式会社等にその資産等をどうするのか

というあたりをお聞かせください。

今、御質問の高速道対○野口高速道対策局長

策局で実施しております東九州自動車道建設促

進対策事業でございますけれども、これは、東

、九州自動車道本線の工事とは別でございまして

関連する県道等につきまして、先行的に整備し

たり、あるいはあわせて整備することが全体的

に効率的なものにつきまして、県の方で事業を

行っているというようなものでございます。合

計で、昨年度の場合ですと、調書に書いてござ

いますように11件の事業がございまして、事例

を申し上げますと、宮崎土木の管内でございま

すとか、日向土木の管内、延岡土木、高鍋土木

の管内で道路等の改良を行っているというよう

な事業内容になっております。

延岡のインターというか、県が県○権藤委員

費を投入して早く事業をしようじゃないかとい

うような、はっきり覚えてなくて申しわけない

んだけど、そういう事業があったような気がす

るんですが、そういうもの等については、素人

の論理の継ぎ合わせで申しわけないんですが、

完成したら会社に買ってもらうか何かという、

そういうものはないという解釈でいいんですか

ね。

この事業で行っており○野口高速道対策局長

ますのは、本来、管理者が県等となっておるも

のでございまして、完成後も県で引き続いて管

理をするものでございまして、途中の段階で財

産を西日本高速道路株式会社に買っていただく

というような措置はございません。

記憶違いかもしれません。用地取○権藤委員

得に県費を投入して早く取得したという、そう

いう解釈になっているんですかね。以前の知事

のときにあったような気がしますが。

高速道路の早期開通の○野口高速道対策局長

ための協力といたしまして、県の方では、この

ような形で建設促進対策事業のほかに、用地取

得とか、あるいは埋蔵文化財の調査につきまし

て、委託等や何かを得て行っております。例え

ば用地の場合でございますと、昨年度まで延岡

市内に東九州自動車道用地事務所というものを

設けておりまして、西日本高速道路株式会社の

方から委託を受けて用地取得の方を行ってまい

りましたし、今年度から、新たに宮崎に支所を

設けまして、これも区間的に新たになりますけ

れども、清武から日南までのいわゆる新直轄方

式、国と地方の税金で高速道路を建設いたしま

す区間につきましても、新たに協定を結びまし

て、国から用地買収の委託を受けるというよう

な協力を行っているところでございます。

要するに、協力するけど、本線に○権藤委員

類する部分の県費での工事はないということで

よろしいんですね。わかりました。
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それから、同じく手元資料の17ページなんで

すが、きょうの地元紙等にも報道されておりま

したが、土地開発公社の問題、これを見ていき

ますと、あっせん事業等については今後５年間

は一定の事業量が見込まれるということなんで

すが、その主なものと、それから、５年たって

もまだそういうものがある可能性があるのか、

あった場合はどういうふうな形でその維持管理

をしていくのかというようなこと等についてお

尋ねします。

公共事業は年々減少して○小野用地対策課長

、 、おりまして 維持できるものではございますが

向こう５年間は一定量の事業が見込まれるとい

うことで、５年後をめどに廃止することとした

ものであります。今後の事業見込みについてで

ありますけれども、先行取得事業につきまして

、 、は 18年度におきまして日向警察署の追加買収

五ケ瀬町の夕日の里整備事業及びあっせん事業

に伴う代替地等によりまして、事業費ベースで

約２億3,000万円を見込んでおります。19年度以

降につきましても、年度ごとにばらつきはござ

いますけれども、平均しますと年間事業費で２

億円前後あるものと見込んでおります。また、

あっせん事業につきましては、18年度以降、積

み上げ方式によりまして、事業費ベースで約20

億円前後、事務費ベースで9,000万円から6,000

万円を見込んでいるところでございます。以上

でございます。

その先の話は余りまだ確定じゃな○権藤委員

いかもしれませんが、それは公社廃止後もそう

いうものは私は出てくるんではないかなと思い

、 、ますので それは本庁のどこかわかりませんが

用地対策課とか、そういうところで対応してい

くのかなと、そういう単純な疑問ですが。

廃止後につきましては、○小野用地対策課長

事業課の直営、あるいは市町の土地開発公社、

そちらの方に委託することになるんじゃないか

ということはあります。あっせん事業につきま

しては、本来、土木事務所あたりがやるという

ことでございますので、土木事務所におきまし

ても、用地取得体制の整備を十分図る必要があ

るんじゃないかと考えております。

、 、 、○坂口委員 参考までに 港湾課長 43ページ

マリーナの堆積土砂の問題、これ、なかなか難

しいでしょうけど、どこから持ってきた砂がど

ういうとき、例えば、荒天時、台風の後とかだ

けにたまるのか、常時たまっているのかとか、

そこらがなかなか難しいと思うんですけど、こ

れは構造上たまらざるを得ないと思うんですよ

ね。一番先がタンポリで、広いところから急に

角度が変わって、また絞られて航路がだんだん

狭まるというので、どうしてもそこで水の動き

が急に方向を変えるのとスピードが緩むので堆

積していかざるを得んと思うんですけど、一番

少ない航路幅を確保するのに標識か何かで、ま

ず航路をどれだけ必要なのかなというのをひと

つ設けてやることとか、しゅんせつの方法とか

をセットでやっていかないと、なかなか全面解

決というのは難しいと思うんです。構造上余り

うまくないなというような形の気がするんです

よ。

、 、それと このタイプだと一番奥合いの方には

それこそ小さい粒子、ヘドロ部分が奥の方から

堆積してきて、ずっと長い時間のうちには船だ

まりのところあたりの水質悪化までなりそうな

気がするんですよね。そうなると技術的に可能

かどうかわからんのですけど、釣り堀コーナー

がありますよね、あそこのところと船だまりと

をつなぐことはできんのかと。そうすると、大

きい水の動きの中で常時揺れるのと、向こうの
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容積がどれぐらいあるかわかりませんけど、向

こうで満潮なりで来た水が干潮で引いていく排

出能力というんでしょうか、排斥能力というん

でしょうか、それとこちらとの能力の差では時

間差でどちらかに同じ引き潮でも常に潮が動き

そうな気がするんですわ。そうすると何ぼかは

軽減にならんかなというのが１つ。

さっき言われたのが300億だ、50年で何百億だ

と言われるのはヘッドランド工法のことだと思

うんですよね。ヘッドランド工法は平成５年ぐ

らいに僕は何度か話したけど、宮崎の海岸には

合わないということだったんですよ。あれは九

十九里浜なんかでまだやっている。でも、簡易

なやつは１本が５億ぐらいで上がっていたみた

。 、 、いな気がするんです だから それでもし常時

漂砂が動いてきていてここで波が寄るんでたま

るんだったら、とりあえずはここの漂砂を阻止

するぐらいのものを置かれるとか、肝心なこと

は、航路をしっかり指定して航路は確実に責任

を持つと。あとは今度は運航者の責任ですよと

いうラインをしっかりしておく方法とか当面は

とられんとなかなか難しいんじゃないかなと、

一遍に解決しようとしてもという気がするんで

すけど、これはわからずに聞いているんですけ

ど、どんなですか。

委員の最初の御質問でござい○河野港湾課長

ますけれども、マリーナの奥の水の交換の話が

１つですか。その部分につきまして、釣り護岸

の方と、要するにヘドロ対策といいますか、水

、の交換というのをどうかできないかというのと

もう一つはマリーナの航路の幅を決めるという

ふうなことで利用者の利便を図った方がいいの

ではないかという質問でよろしいでしょうか。

まず、航路のお話でございますけれども、先

ほど言いましたように、最近のマリーナの航口

の埋塞というものについては、利用上、重大な

問題というふうに認識しております。そういう

中で、今回の事故につきましては、航路の状態

が確認できていなかったというふうなことがご

ざいますので、そういう航路の確認を行うとい

うふうなことでございます。当然、水深が確保

、 、されていないという場合につきましては 現在

入港等の禁止措置を行うということにしており

、 、 、まして 特に 入港禁止措置を行った場合には

利用者への周知徹底というものを十分にやろう

というふうに今、行っております。

航口の防砂堤の話といいますか、航口の対策

でございますけれども、当然、先ほど言いまし

たように、航口に砂を寄せないということが大

事だろうと思います。そういうことで住吉の技

術検討委員会の中でも検討しておりますので、

検討結果を考慮しながらマリーナ利用者の意見

も聞きながら対策を検討していきたいというふ

うに考えておりますけれども、当面につきまし

ては、先ほど言いましたように、必要な入港規

制を講じると、それから航路のしゅんせつ等を

行いながら維持管理に努めていきたいというふ

うに考えております。

それから、先ほどのヘドロの部分といいます

か、奥でございますけれども、委員御指摘のと

、 、おり 港内については割と静かなもんですから

一応、潮の満ち干でもって交換がなされている

というふうに考えております。先ほど委員言わ

れましたように、中の水の交換というものにつ

いては少し研究をしていきたいというふうには

考えております。以上でございます。

航行禁止というような規制は極力○坂口委員

なくして、毎日でも使えるようにという方向で

ですね、最低50メーターの航路幅が必要だよと

か、100％これを生かすにしても岸の方の幅、船
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だまりに入ってくるところの幅の航路以上の航

路は必要ないですよね。一番狭いところの航路

、幅が確保できれば出入りは有効にできるわけで

最悪その航路だけは確保するというようなこと

で、そして、砂がある程度たまることを想定し

て織り込んでおかないと、構造上、これじゃ、

砂を乗っけた水が入ってきて、方向をぽっと変

えるときには、そこですっと砂は落ちますよ。

今度は濁ったままの水がタンポリにたまって

いって、すっと出ていくとき急に広くなるとこ

ろではまた落ちるから、こういう構造ではここ

。 、は常時堆積していくと思うんですよ ましてや

さっき横田委員が指摘されたように、これが住

、吉海岸あたりの砂が来るんだったら大変な話で

せめて大淀川から出たのが、濁った後とかにぐ

るっと回り込んでくるぐらいじゃないかなとい

う気はするんですけど、そういうのを軽減しな

がら、最悪、航路だけは、今度、指定管理者で

すか、そこらあたりが常時水深をはかっていっ

て、あるいは船で出入りする人の証言なんかに

基づいて赤旗を立てていくとか、それで50メー

ターとか60メーター メーターはわからんで

すよ。でも、常識的に50～60メーターの航路が

確保できれば十分安全に交差できると思うんで

すよね。それをとりながら、とりあえずはヘド

ロだまりの穴を抜けば、向こうの方の釣り広場

が１万の面積があって、潮の流入口が100分の１

しかなかったと、こちらは1,000しかないけれど

も20分の１あったとなれば、同じ水面で下がら

ないですよね。当然こちらが高くなりながら、

こちらが応援していって下がってくるですよ。

だから、常時、潮どまりの時間でも水が動いて

いるから、その分、ヘドロなんかは外に持ち出

したりしないかなという素人発想でですよ。

、とりあえずはタンポリの船だまりをきれいに

ヘドロなんかをそこにためないという策と最低

必要な航路を確保するという策で住吉の技術検

討会の結論待ちにしないと、なかなか向こうも

答えを出せないんじゃないかなという気がする

もんですから。

委員の質問の航路の幅のこと○河野港湾課長

でございますけれども、現在、航路幅につきま

しては、30メーター幅を設定しております。そ

ういうことで、事故以後、月１回の航路の確認

といいますか、深浅測量を行いまして、常に航

路の水深を確認しておりまして、その水深が確

保されない場合につきましては、航路の規制と

いうものを今現在行っております。

くどくなるんですけど、水は常に○坂口委員

動いているから、曲がるか真っすぐ行くかでど

こかに航路はほとんどあるんですよ 30メーター。

確保してやるということをとりあえず努めなが

ら……。くどくなって申しわけありません。以

上です。

港湾課長、台風が１回来る○黒木覚市委員長

とどれぐらい堆積するもんですか。量的といっ

たらちょっとあれでしょうけれども、しゅんせ

つをすぐしなきゃいけないだろうと思うんです

よね。しゅんせつ費用というのは平均して大体

どれくらいかかるもんですか。

しゅんせつ費用でございます○河野港湾課長

けれども、17年度、昨年度でございますけれど

も、約3,000万ほど。

ここだけでですか。毎○黒木覚市委員長

年3,000万かけて大変なことですね。土木部長、

毎年3,000万かけてこれを維持していかないとい

けない、大変な施設ですよね。これがずっとこ

、のまま続いていくというのは大変なことですが

何か今後の方策として少し考えることがありま

すかね。
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この図面をごらんになって、○藤本土木部長

御指摘のように、非常に堆積しやすいと、それ

から波も複雑な波が来るということで、率直に

申し上げてヨットの利用者から非常に評判悪い

わけです。それで、私、昨年は御存じのとおり

港湾担当の次長でもございましたから、先ほど

坂口委員からも御提案がございましたけど いっ、

そのこと入り口を港の方に抜いたらということ

。で実は港湾課に検討をさせた経緯がございます

そうすると非常に金がかかるということで一蹴

されたわけなんですけれども、しかし、今、坂

口委員から御提案ありましたような水の移動、

そういうことは非常にいいことだなと思います

ので、もう少しそこ辺のところも抜本的に、砂

が常時たまるというようなことじゃなくて、も

う少しここの改善について再度、今度は部長と

いう立場で検討･研究をさせたいと今、思ってお

るところでございまして、これは横におります

、 、が 港湾担当次長にもしっかり申し上げまして

再度研究させます。非常に問題のある入り口と

いう認識は私も重々持っておりますので、研究

をさせて何らかの解決の方向を見出していきた

いと、そういうふうに思っております。以上で

ございます。

利用者からいい港、いいマ○黒木覚市委員長

リーナというふうなイメージがないとやっぱり

いけないのかなと、利用者もだんだん減ってく

るしですね。

ほかにございませんか。

先ほどの徳重委員からの○郷田技術検査課長

御質問ですが、この役員報酬の中には、先ほど

申しました常勤理事の給料手当と、それから理

事会を３回やっていまして、３回の延べ出席者

が16名になっております。１回当たり、１人１

万500円ほど旅費手当を出しておりまして、そ

の16万8,000円分が含まれております。

常勤３人の方は出向になっていま○徳重委員

すか。それとも定年後の方が……。

県からの派遣職員という○郷田技術検査課長

ことです。

もう一つ、給料手当ということ○徳重委員

で2,274万という、これは常勤理事の手当と見て

いいですか。

給料手当の2,274万という○郷田技術検査課長

数字でしょうか。これは、管理に必要な職員４

人、事務局長ですとか総務企画課長等がおりま

す。その分の給料手当ということになっていま

す。

わかりました。○徳重委員

そのほか、何かございませ○黒木覚市委員長

んか。

それでは、以上をもって土木部を終了いたし

ます。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後２時59分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので、

あす、行いたいと思います。開会時間は午後１

時ということですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○黒木覚市委員長

いたします。

そのほか、何かありませんか。

これはまだ別に机の上に置いてあ○権藤委員

るだけの話だけど、骨子の中で、水間特別委員

長のときは過密植栽27カ所、かなりあって、こ

の前の常任委員会でもあったんですが、今後の
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課題というところでそういう言葉は出てこない

し、これは西日本高速道路株式会社の人格を尊

重して言わんという考え方もあるかもしらんけ

ど、全国でも例を見ないと思うんですよね、沿

線に27カ所もあるということは。だから、それ

を言葉の中でちょっと言ってもらって、早期完

成と、何かそういうニュアンスを出してもらっ

た方が、異例だと思うんですよね。そういうこ

とでおくれることがないようにというようなこ

とか何か。だから、実質的には今度は全協とか

そういうところになるのかもしれんですね。と

、 、いうことを ここに置いてあったもんですから

見ていたらそういう気がしたということです。

、 、○黒木覚市委員長 これは 今言いますように

閉会中の委員会のときに審議をいたしまして、

翌日、全協の中で報告をし、皆さん方にそうい

う意見がございますので、それを盛り込みなが

ら今度は総会の中で報告ということになろうと

思います。

それはわかっていまして、そのと○権藤委員

きに、非常に特別委員会のときも情熱を注がれ

て、今度の常任委員長でもあるし、家の近くに

もあるし、何かそういうことで工事がおくれる

ことのないようにいうのは言っても失礼じゃな

いと思うんです。小さい区間でそれだけあると

いうことですので それは入れた方がいいんじゃ、

ないだろうかと。

整理法等を早くやってほし○黒木覚市委員長

いということですね。

８月の７日、８日に西日本高速道路株式会社

の方に私ども正副委員長が一緒に付き添うとい

うことでございますので、そのことは申し添え

てお願いをしておこうかなというふうに思いま

す。

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

本日の委員会を終了いたし○黒木覚市委員長

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって委○黒木覚市委員長

員会を終わります。御苦労さまでした。

午後３時２分散会
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平成18年６月28日（水曜日）

午後１時２分開会

出席委員（９人）

委 員 長 黒 木 覚 市

副 委 員 長 中 野 明

委 員 植 野 守

委 員 坂 口 博 美

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 横 田 照 夫

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議事課主任主事 今 村 左千夫

委員会を開会いたします。○黒木覚市委員長

まず、議案の採決を行います。

それでは、お諮りいたします。

議案第12号について、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます よっ○黒木覚市委員長 。

て、議案第12号については、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第25号についてでありますが、それぞれ持

ち帰ってお諮りいただいたと思いますが、いか

がいたしましょうか。何か御意見がありました

らどうぞ。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

請願第25号について採決と○黒木覚市委員長

の御意見がございますが 採決でよろしいでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第25号につ○黒木覚市委員長

いて、採択すべきものとすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

全会一致、よって請願第25○黒木覚市委員長

号は採択するものと決定いたしました。

、 。次に 意見書の取り扱いについてであります

ただいま、請願第25号については、全会一致で

採択すべきものと決定いたしましたので、常任

委員会の委員全員が発議者となり、意見書を提

出いたします。意見書を書記の方に配付させま

す。

意見書の内容について御意見はございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたしま○黒木覚市委員長

す。

意見書の内容につきましては、お手元の案文

のとおりとし、当委員会発議として取り扱うこ

とに御異議ございませんか。

きのうからなっておったことだけ○坂口委員

ど、文言の括弧書きの「いわゆるサラ金」やら

は入れんでもいいんですかね。９行目 「いわゆ。

るサラ金」を「イコールサラ金」でいいことは

ないか。

「こうした『多重債務社会』の一○長友委員

方で、大手消費者金融（サラ金 「 いわゆる）」、（

サラ金 」とするか。）

サラ金という定語があるかどうか○坂口委員

やな。これはイコールですよね。
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大手消費者金融というので、これの対象とし

ているのをあらわしておれば括弧は要らんです

よね。その中の俗に言うサラ金の部分という仕

分けがあるのなら 「いわゆるサラ金」とするけ、

ど、いわゆるでもちょっとおかしいから外した

方がいいかもしれないですね。

「サラ金」は外すというこ○黒木覚市委員長

とで。

〔「 、 」委員長 副委員長で御協議いただいて

と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定○黒木覚市委員長

をいたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します 「商工観光振興対策及び土木行政の推進。

に関する調査」につきましては、閉会中の継続

審査といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○黒木覚市委員長

の旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として、特に御要望は

ございませんか。

暫時休憩していただけませんか。○濵砂委員

休憩します。○黒木覚市委員長

午後１時10分休憩

午後１時11分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

１つは道路公社のいわゆる一ツ葉○濵砂委員

有料道路の通行料の値下げの件についてであり

ます。ぜひ、今回を参考にして値下げをしてい

ただきたいというものと、もう一点は、昨日お

願いしましたように広瀬バイパスの早期完成に

よって通行量がふえ、22年度が返済終了期限と

いうことになっておりますから、できるだけこ

れに近づくというか、これを守っていただきた

いと、そのためには通行量をふやしてあそこの

いわゆる売り上げを伸ばすということになりま

すので、その辺をひとつ入れていただきたいと

思います。

それから、もう一点は、誘致企業についてで

ありますが、隣の大分県が製造業を誘致をして

非常に県民所得が上がっておるということがあ

、 、 、りますので 宮崎県もぜひ 所要問題としては

きのう話が出ましたように、県からの支出金が

５億円と10億円とかいうこともあります。その

辺も含めて、ぜひ、大手製造業の誘致を図って

いただきたいというものを追加をいただきたい

思います。よろしくお願いします。以上です。

はい。ほかに。○黒木覚市委員長

10号線の交通渋滞緩和に資する効○坂口委員

果というものははかり知れないものがあるとい

うのをうたってもらうと県が国交省との交渉を

やりやすいかもしれないです。

10号線、219号線を含めて。○黒木覚市委員長

濵砂委員の言った議論の部分を項○権藤委員

目として報告するということで、今のニュアン

スをこういうふうことに書くということにはな

らんわね。だから、濵砂委員が言ったニュアン

スが委員長報告の中に盛り込まれるということ

ですね。

製造業の誘致に関しても、誘致誘○長友委員

導策というか、誘致何策というのかわからんけ

れども、それの一層の充実を図り、そういう製

造業なんかの誘致を図ってもらいたいというよ

うな感じで。そこらは一任して。

。○徳重委員 隣県と比べたら問題にならんもん

あれを入れたからといってすぐ出○坂口委員

。 。せという話じゃない 看板と一緒なんですよね
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昔は５億でも多かったんですよ。今は三重県と

かは80億とかですね。

有名な話が、それは立地条件もあ○長友委員

るんだけど、富士通のプラズマディスプレイの

ここで20億か何億かの仕事になったですわね。

そのとき、三重県にはこのぐらいの規模のやつ

が３つ来ておったんだから。

立地条件が悪いから余計○中野 明副委員長

出さんといかんわけですよ。三重県は現金を80

億出しておるわけじゃないんですよ。結局、法

人税、これをそっちに充てるというだけで、現

金は出しておらんですよ。いろいろ調べたら現

金は出ておらん 法人税と相殺するような形で80。

億になる。そういう操作をすれば手元資金から

、 。出さんといかんとか そんな話じゃないんです

よろしいですか。○黒木覚市委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にしながら、正副委員長に

御一任いただくことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○黒木覚市委員長

します。

次に、高速自動車国道建設促進宮崎県期成同

盟会総会についてであります。

。本年度は７月26日に開催する予定であります

当同盟会は、当委員会が主体となって活動を行

うこととなっております。昨年の総会以降の経

過を中心に、委員長が報告を行うこととなって

おります。この報告に当たって、お手元に配付

の「委員長報告骨子（案 」をもとに行いたいと）

思いますが、御意見はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、総会における委○黒木覚市委員長

員長報告につきましては、詳細につきましては

正副委員長に御一任いただくことで御異議ござ

いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○黒木覚市委員長

します。なお、総会当日は、午前11時から総会

における委員長報告を協議するための「全員協

議会 、午後１時15分から「基調講演 、午後２」 」

時10分から「総会」となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、閉会中の委員会についてであります。

さきの委員会で決定しましたように、７月は高

速自動車国道建設促進宮崎県期成同盟会総会の

、 、前日 25日に高速道路の整備等についての説明

質疑を行った後、総会における委員長報告につ

いて協議を行いますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、ここで暫時休憩いたします。

午後１時17分休憩

午後１時21分再開

委員会を再開いたします。○黒木覚市委員長

県外調査についてであります。県外調査につ

きましては、８月28日から31日にかけて実施す

ることとし、詳細につきましては、正副委員長

。に御一任いただくことで御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○黒木覚市委員長

いたします。なお、具体的な行程等につきまし

ては、後日、御案内させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

そのほか、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

委員の皆様には長時間お疲○黒木覚市委員長

れさまでございました。

委員会を終了いたします。

午後１時22分閉会




